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【
要
約
】
　
一
般
に
修
験
道
は
平
安
時
代
に
成
立
し
た
と
さ
れ
、
修
験
者
の
前
身
的
存
在
と
見
な
さ
れ
る
験
者
の
活
発
な
活
動
が
そ
れ
を
促
し
た
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
験
者
と
い
う
語
の
使
用
例
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
平
安
～
鎌
倉
時
代
の
験
者
と
は
山
岳
修
行
と
験
力
を
表
裏
一
体
の
属
性
と
す
る

存
在
で
は
な
く
、
呪
を
用
い
た
治
療
で
あ
る
加
持
治
療
の
能
力
を
持
つ
者
を
さ
し
て
お
り
、
天
台
宗
の
主
導
に
よ
り
加
持
治
療
が
活
発
な
展
開
を
見
せ
た

一
〇
世
紀
に
現
れ
た
語
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
従
っ
て
、
通
説
的
験
者
に
お
い
て
は
不
可
分
と
さ
れ
て
い
た
山
岳
修
行
と
職
服
の
関
係
も
一

貫
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
え
る
。
奈
良
時
代
に
は
仏
教
理
念
に
基
づ
き
浄
行
・
持
戒
が
重
視
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
呪
術
の
需
要
の
高
ま
り
に

伴
う
山
岳
修
行
の
活
性
化
お
よ
び
そ
の
方
法
の
確
立
に
随
い
、
一
〇
世
紀
に
は
そ
れ
ら
が
絶
対
視
さ
れ
な
く
な
り
、
験
力
の
獲
得
が
修
行
の
目
的
と
し
て

掲
げ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
加
持
治
療
と
修
行
の
展
開
は
仏
教
、
殊
に
密
教
か
ら
の
逸
脱
的
性
格
を
持
っ
て
お
り
、
験
者
は
修
行
等
に

お
け
る
単
純
な
質
的
向
上
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
〇
世
紀
に
お
け
る
密
教
の
多
様
化
と
膨
張
を
象
徴
す
る
存
在
な
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
八
昭
巻
一
号
二
〇
〇
一
年
［
月

は
　
じ
　
め
　
に

現
在
の
と
こ
ろ
・
修
験
道
は
平
安
時
代
鰯
以
降
晟
山
℃
た
と
さ
れ
・
・
の
見
解
は
大
方
の
同
意
を
得
て
い
や
し
か
し
・
芳
で
何
を
側

も
っ
て
そ
の
成
立
と
す
る
か
と
い
う
点
が
明
確
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
修
験
道
に
対
す
る
共
通
認
識
に
曖
昧
さ
が
残
さ
れ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
　
9
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②

り
、
こ
れ
が
従
来
の
研
究
視
角
に
起
因
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
は
そ
の
成
立
過
程
を
修
験

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

道
的
な
も
の
を
抽
出
す
る
こ
と
に
よ
り
描
き
だ
し
、
専
ら
そ
の
連
続
性
を
強
調
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
中
で
、
宮
家
準
氏
は
修
験
道
を
一
つ
の
成
立
宗
教
（
な
い
し
宗
教
体
系
）
と
捉
え
る
視
角
を
打
ち
出
し
、
前
段
階
と
区
別
し
つ
つ
そ

の
形
成
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
を
説
い
た
。
こ
の
指
摘
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
が
、
氏
自
身
の
研
究
で
は
必
ず
し
も
そ
れ
以
前
と
の
段
階
差
が

明
確
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
見
受
け
ら
れ
ず
、
先
学
の
影
響
を
色
濃
く
残
し
て
い
る
印
象
が
強
い
。
ま
た
、
宮
家
氏
は
山
岳
霊
場
の
展
開
を

中
心
に
そ
の
成
立
を
論
じ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
考
察
の
重
要
さ
は
疑
い
よ
う
も
な
い
も
の
の
、
前
述
の
課
題
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
各
山

岳
を
包
括
す
る
総
体
と
し
て
の
修
験
道
を
捉
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
長
谷
川
賢
二
氏
は
「
修
験
」
と
い
う
語
の
検
討
を

通
じ
て
、
そ
れ
が
宗
教
体
系
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
は
一
四
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
概
念
と
し
て
の
修
験
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
対
す
る
考
察
が
不
足
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
成
立
過
程
の
体
系
的
把
握
は
こ
う
し
た
事
実
を
踏
ま
え
た
上
で
、
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
験
者
と
い
う
存
在
に
焦
点
を
あ
て
て
、
修
験
者
に
と
っ
て
不
可
欠
と
さ
れ
る
二
つ
の
側
面
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

山
岳
修
行
と
銀
雪
（
奇
瑞
霊
応
を
現
す
超
自
然
的
な
力
）
の
関
係
に
対
し
考
察
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
い
。
験
者
と
呼
ば
れ
る
宗
教
者
に
つ
い
て

は
、
平
安
時
代
に
お
い
て
そ
の
存
在
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
修
験
道
研
究
の
面
で
は
密
教
の
発
達
に
刺
激
さ
れ
た
彼
ら
の
活
発

な
活
動
が
そ
の
展
開
を
促
し
た
と
さ
れ
、
い
わ
ば
成
立
の
立
役
者
と
見
な
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
山
岳
修
行
と
呪
術
両
面
の
質
的
向
上
を
象
徴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

す
る
存
在
と
し
て
、
平
安
仏
教
研
究
に
お
い
て
も
少
な
か
ら
ぬ
言
及
を
う
け
て
お
り
、
験
者
は
こ
の
面
で
も
注
目
す
べ
き
存
在
と
い
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
上
記
の
よ
う
に
、
一
般
に
験
者
は
山
岳
修
行
と
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
偉
力
を
不
可
欠
の
属
性
と
す
る
、
「
修
験
者
」
と
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

義
、
も
し
く
は
そ
の
前
身
的
存
在
を
指
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
語
義
は
よ
く
知
ら
れ
た
二
、
三
の
史
料
か
ら
推
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

量
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
詳
細
な
検
討
の
上
で
導
か
れ
た
結
論
で
は
な
い
た
め
、
こ
の
点
に
は
十
分
再
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
作
業
を
通
じ
、
通
説
的
「
験
者
」
の
属
性
で
あ
る
山
岳
修
行
と
識
力
の
関
係
を
捉
え
直
し
、
修
験
道
の
成
立
に
つ
い
て

考
察
が
深
め
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様
に
、
平
安
仏
教
に
関
し
て
も
、
新
た
な
側
面
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
に
基
づ
き
、
ま
ず
語
義
を
検
討
し
、
そ
の
上
で
験
者
の
展
開
を
山
岳
修
行
と
の
関
係
も
含
め
て
追
う
こ
と
に
し
た
い
。

①
宮
家
準
『
修
験
道
と
B
本
宗
教
』
（
春
秋
社
、
一
九
九
六
年
前
等
参
照
。
な
お
、

　
氏
の
論
考
は
『
山
伏
一
そ
の
行
動
と
組
織
1
㎞
（
評
論
社
、
一
九
七
三
年
）
、

　
『
修
験
道
儀
礼
の
研
究
』
（
春
秋
社
、
一
九
七
〇
年
。
増
補
決
定
版
、
一
九
九
九

　
年
）
等
、
多
数
あ
る
が
、
門
修
験
道
と
日
本
宗
教
』
が
最
近
の
著
作
で
あ
町
、
か

　
つ
コ
ン
パ
ク
ト
で
あ
る
た
め
、
以
下
本
稿
で
は
氏
の
見
解
に
つ
い
て
は
全
て
こ
れ

　
に
拠
る
。

②
長
谷
川
賢
二
「
修
験
道
の
み
か
た
・
考
え
か
た
一
1
研
究
の
成
果
と
課
題
を
中

　
心
に
一
」
（
朔
歴
史
科
挙
』
＝
三
一
、
一
九
九
一
年
）
参
照
。
以
下
、
断
ら
な
い

　
隈
り
、
同
氏
に
対
す
る
言
及
は
全
て
こ
れ
に
拠
る
。

③
修
験
道
の
連
続
性
の
重
視
は
出
来
重
氏
に
顕
著
で
あ
り
、
修
験
道
は
原
始
以
来

　
の
固
有
宗
教
と
定
義
さ
れ
る
。
同
氏
の
所
説
に
つ
い
て
は
、
行
智
著
・
五
来
編

　
『
木
葉
衣
・
山
雲
録
事
他
　
修
験
道
史
料
ユ
』
（
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
七
五

　
年
）
「
修
験
道
史
研
究
と
修
験
道
史
料
」
、
同
『
修
験
道
入
門
隔
（
角
川
書
店
、
一

　
九
八
○
年
）
「
序
章
」
等
参
照
。

④
長
谷
川
氏
は
「
修
験
」
は
本
来
的
に
は
発
現
さ
れ
る
能
力
を
さ
し
て
い
た
が
、

　
　
二
量
紀
頃
に
は
山
岳
修
行
も
意
味
す
る
よ
う
に
な
り
、
二
一
笹
紀
末
以
降
に
山

　
伏
に
対
象
が
限
定
さ
れ
た
と
す
る
。

⑤
山
林
料
藪
家
的
「
山
臥
」
と
呪
術
師
的
「
修
験
者
」
を
二
側
面
と
す
る
認
識
は

　
和
歌
森
太
郎
氏
に
窺
え
、
氏
は
こ
れ
が
合
致
す
る
推
移
を
研
究
課
題
と
し
た
。
以

　
上
、
和
歌
森
『
修
験
道
史
研
究
』
（
河
出
誉
房
、
一
九
四
三
年
。
平
凡
社
東
洋
文

　
庫
、
　
九
七
二
年
お
よ
び
『
和
歌
森
太
郎
著
作
集
♪
第
二
巻
、
弘
文
堂
、
一
九
八

　
○
年
再
録
）
「
緒
言
」
参
照
。

⑥
速
水
惰
『
平
安
貴
族
社
会
と
仏
教
㎞
（
山
州
弘
文
館
、
一
九
七
五
年
）
「
第
二
章

　
貴
族
社
会
と
浄
土
教
、
第
～
節
空
也
出
現
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
参
照
。

⑦
速
水
お
よ
び
宮
家
著
書
参
照
。
ま
た
、
州
国
史
大
辞
典
』
「
げ
ん
ざ
験
者
」
の

　
項
で
も
修
験
者
と
験
者
を
同
義
と
解
釈
し
て
い
る
（
執
筆
は
鈴
木
昭
英
氏
）
。
な

　
お
、
和
歌
森
太
郎
・
五
来
重
両
氏
は
山
岳
修
行
の
有
無
を
問
わ
ず
験
力
を
持
つ
宗

　
教
者
と
定
義
し
、
通
説
的
解
釈
と
は
異
な
る
見
解
を
示
す
が
、
こ
の
定
義
は
あ
ま

　
り
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
以
上
、
第
二
章
第
一
節
、
行
智
著
・
五
二
編
『
木
葉

　
衣
・
踏
雲
録
事
他
　
修
験
道
史
料
1
隔
「
木
葉
衣
」
九
山
伏
注
五
験
者
参
照
。

⑧
雷
鼓
草
子
』
業
因
本
式
四
段
や
『
新
猿
楽
記
』
の
「
大
験
者
次
郎
扁
の
記
述
等
。

　
　
な
お
、
本
稿
に
引
用
す
る
主
な
史
料
の
刊
本
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
ま
と
め
て

　
記
す
。
門
続
日
本
後
紀
』
・
糊
日
本
三
代
実
録
（
以
下
、
購
三
代
実
録
』
と
略
称
）
』
・

　
『
延
喜
式
』
・
咽
日
本
紀
略
」
・
欄
類
聚
国
史
」
・
阿
扶
桑
略
記
』
・
『
古
事
談
隔
は
国
史

　
大
系
。
『
続
日
本
紀
」
・
門
日
本
霊
異
記
㎞
・
『
蜻
蛉
日
記
』
・
開
源
氏
物
語
』
・
判
枕
草

　
子
』
・
『
栄
華
物
語
』
・
『
宇
治
拾
遺
物
語
隔
・
欄
富
家
語
』
・
『
と
は
ず
が
た
り
』
・
『
平

　
家
物
語
』
、
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
。
『
貞
信
公
記
隔
・
膿
漏
右
記
』
・
隅
御
堂
関
白

　
記
』
・
『
昆
経
記
』
、
大
日
本
吉
記
録
。
『
権
記
』
・
畷
左
経
記
』
・
欄
中
右
記
』
・
『
台

　
記
呼
『
出
血
記
隔
・
噸
兵
語
記
呼
明
吉
続
記
隔
、
史
料
大
成
。
州
公
衡
公
記
』
、
史
料

　
纂
集
。
剛
律
令
隔
・
州
新
猿
楽
記
』
・
『
大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
・
『
続
本
朝
往
生
伝
』
、

　
日
本
思
想
大
系
。
『
玉
葉
㎞
、
国
書
刊
行
会
。
隅
僧
網
補
任
』
、
大
日
本
仏
教
全
書
。

　
馴
二
画
面
』
、
改
訂
史
籍
集
覧
二
三
。
隅
天
台
南
山
無
動
寺
建
立
和
尚
伝
』
、
群
書

　
類
従
第
五
輯
。
噸
寺
門
高
僧
記
』
、
続
群
書
類
従
第
二
八
輯
上
。
『
春
日
権
現
験
記

　
絵
』
、
続
日
本
絵
巻
大
成
一
五
（
中
央
公
論
社
、
～
九
八
二
年
）
。
『
大
和
物
語
』
、

　
柿
本
奨
門
大
和
物
語
の
注
釈
と
研
究
』
（
武
蔵
野
書
院
、
一
九
八
一
年
）
。
『
紫
式

　
部
日
記
』
、
萩
谷
朴
『
紫
式
部
日
記
全
注
釈
㎞
（
角
川
審
店
、
一
九
七
一
年
）
、
糊
延

　
喜
天
暦
御
記
抄
』
、
天
功
編
『
三
代
御
記
逸
文
集
成
』
（
国
書
刊
行
会
、
　
九
八
二

　
年
）
。
噌
日
本
書
紀
』
・
『
古
今
著
聞
集
』
、
日
本
古
典
文
学
大
系
。
判
御
産
部
類
記
』
、
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図
轡
寮
叢
刊
。
『
薪
撰
字
鏡
㎞
、
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
編
朔
天

治
本
薪
撰
字
浜
下
訂
版
』
（
臨
川
書
店
、
　
九
六
七
年
）
。
『
類
聚
名
義
抄
』
、
天
理

図
書
館
善
本
叢
轡
和
書
之
部
第
三
一
丁
三
四
巻
『
類
聚
名
義
抄
観
智
院
本
』
（
天

理
大
学
出
版
部
、
一
九
七
六
年
）
。
『
両
軍
問
答
秘
抄
』
、
明
日
本
大
蔵
経
㎞

道
章
疏
」
二
。
『
受
壷
柔
取
集
』
、
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
七
六
。

「
修
験

100 （leo）

一
　
験
者
の
定
義

（【

j
　
「
モ
ノ
ノ
ケ
を
渡
す
」

　
そ
れ
で
は
、
使
用
例
に
即
し
た
語
義
の
検
討
に
入
り
た
い
。
ま
ず
、
験
者
と
い
う
語
の
使
用
状
態
だ
が
、
管
見
の
限
り
使
用
初
号
は
一
〇
世

紀
半
ば
の
『
大
和
物
語
』
で
あ
り
、
二
ヶ
所
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
以
降
、
『
源
氏
物
語
』
や
『
枕
草
子
匝
に
何
ヶ
所
か
用
い
ら
れ
る
な
ど
、

一
一
世
紀
の
か
な
文
学
に
は
一
般
的
な
語
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
一
方
で
同
時
期
の
漢
文
記
録
に
お
け
る
使
用
例
は
極
め
て
少
な

く
、
『
小
右
記
暁
に
二
ヶ
所
見
ら
れ
る
他
は
、
＝
世
紀
後
半
に
藤
原
明
衡
が
著
し
た
と
い
う
『
薪
猿
楽
記
』
の
「
大
験
者
」
次
郎
の
記
述
が

　
　
　
　
　
①

目
立
つ
程
度
で
、
貴
族
の
日
記
に
頻
出
す
る
の
は
一
二
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
に
な
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
見
て
、
験
者
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
始

め
た
の
は
そ
れ
ほ
ど
遡
ら
な
い
時
期
、
お
そ
ら
く
一
〇
世
紀
半
ば
、
早
く
と
も
一
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
か
な
文

学
で
使
用
が
始
ま
り
、
漢
文
で
の
普
及
が
遅
れ
る
点
か
ら
、
公
的
な
身
分
呼
称
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
推
察
で
き
る
。

　
次
に
、
字
の
構
成
に
着
目
す
る
と
、
九
世
紀
末
の
漢
字
字
典
『
新
撰
字
鏡
』
は
「
験
」
の
類
語
と
し
て
徴
・
証
・
信
・
効
の
字
を
あ
げ
て
お

り
、
こ
れ
ら
は
「
し
る
し
」
の
意
味
を
持
つ
上
、
咽
類
聚
名
義
抄
』
で
も
「
験
」
の
読
み
を
「
シ
ル
シ
」
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
験
者
と
は

「
し
る
し
」
の
あ
る
者
で
あ
り
、
こ
の
場
合
「
し
る
し
」
は
能
力
の
あ
ら
わ
れ
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
字
義
か
ら
は
験
力
を
持
つ
者
と
い
う
解
釈
が
可
能
で
あ
る
が
、
こ
の
解
釈
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
使
用
例
も
出
て
く
る
。
ま

ず
、
『
大
和
物
語
』
百
五
の
冒
頭
を
引
用
し
よ
う
。
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中
興
の
近
江
介
が
む
す
め
、
物
の
気
に
わ
づ
ら
ひ
て
、
斎
蔵
大
徳
を
験
者
に
し
け
る
ほ
ど
に
、
人
と
か
く
言
ひ
け
り
。
直
し
も
は
た
あ
ら
ざ
り
け
り
。

　
　
忍
び
で
あ
り
へ
て
、
人
の
黒
い
ひ
な
ど
も
、
う
た
て
あ
り
、
な
お
世
に
経
じ
、
と
思
ひ
言
ひ
て
、
失
せ
に
け
り
。
鞍
馬
と
い
ふ
所
に
籠
り
て
、
い
み
じ
う

　
　
行
ひ
を
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
物
語
の
主
人
公
、
読
過
は
三
善
清
行
の
息
で
、
様
々
な
霊
験
謳
を
持
つ
～
○
世
紀
の
天
台
僧
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
彼
が
モ
ノ
ノ
ケ
に
起
因

す
る
病
の
治
療
が
き
っ
か
け
で
平
中
興
の
娘
と
関
係
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
に
対
す
る
語
々
の
噂
を
う
と
ん
じ
て
、
鞍
馬
に
籠

り
修
行
す
る
に
至
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
「
験
者
に
し
け
る
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
『
大
和
物
語
』
に

は
も
う
一
ヶ
所
験
者
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
「
ゑ
し
う
と
い
う
法
師
の
、
あ
る
人
の
お
ほ
む
験
者
（
御
験
者
）
仕
う
ま
つ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

け
る
ほ
ど
に
、
」
と
記
し
て
お
り
、
こ
の
語
は
固
有
の
役
割
を
さ
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
様
の
例
は
、
例
え
ば
『
僧

綱
補
任
』
長
治
元
年
（
一
一
〇
四
）
で
寺
門
憎
頼
基
が
権
律
師
に
昇
進
し
た
理
由
を
「
前
斎
院
（
白
河
上
皇
娘
令
子
内
親
王
）
御
悩
験
者
賞
、
編
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

来
襲
在
内
御
修
法
一
」
と
す
る
な
ど
他
で
も
確
認
で
き
、
こ
う
し
た
用
法
は
極
め
て
　
般
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
験
者
の
語
義
が
そ

の
固
有
の
役
割
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
が
予
想
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
験
者
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
『
台
記
』
久
寿
二
年
（
一
一
五
五
）
五
月
廿
四
日
条
が
直
接
答
え
を
与
え
て
く
れ
る
。
当
該
記
事
は
藤
原
頼
長
の

室
幸
子
の
病
に
対
し
「
自
二
今
日
「
渡
二
物
気
↓
最
仁
為
一
験
者
一
」
と
記
す
。
つ
ま
り
、
「
モ
ノ
ノ
ケ
を
渡
す
」
こ
と
が
験
者
の
役
割
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

こ
う
し
た
認
識
は
他
の
記
録
か
ら
も
窺
え
、
鎌
倉
末
期
成
立
の
『
春
日
権
現
験
記
絵
』
巻
三
に
は
次
の
よ
う
な
逸
話
も
見
ら
れ
る
。
藤
原
忠
実

の
病
を
園
城
寺
僧
の
増
量
が
治
療
し
、
　
旦
は
成
功
す
る
が
、
病
は
再
発
す
る
。
再
び
招
請
を
受
け
た
増
誉
は
春
日
明
神
の
怒
り
が
原
因
で
あ

る
こ
と
に
気
づ
き
、

　
　
増
誉
が
深
く
申
す
許
り
無
し
。
験
者
と
申
す
は
、
先
づ
病
相
を
知
る
な
り
。
生
霊
・
死
霊
の
崇
り
を
も
見
、
大
神
・
小
神
の
所
為
を
も
弁
へ
て
こ
そ
加
持

　
　
護
念
す
べ
き
に
、
愚
か
に
し
て
悟
ら
ざ
り
け
る

と
述
べ
る
。
増
田
の
言
葉
も
ま
た
験
者
の
役
割
を
明
確
に
示
し
て
い
よ
う
。
験
者
と
は
「
モ
ノ
ノ
ケ
を
渡
す
」
も
し
く
は
「
加
持
護
念
」
す
る
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者
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
行
為
で
あ
っ
た
の
か
、
先
行
研
究
に
依
拠
し
つ
つ
概
説
し
て
お
こ
う
。
「
モ
ノ
ノ
ケ
を
渡
す
」
行
為
の
中
心
は
、
身
・

口
・
意
の
三
業
、
具
体
的
に
は
印
契
・
真
言
・
観
想
に
よ
り
、
仏
の
力
を
他
者
に
及
ぼ
そ
う
と
す
る
行
為
、
す
な
わ
ち
加
持
で
あ
り
、
こ
れ
は

そ
れ
以
前
の
呪
（
本
稿
で
は
史
料
を
除
き
、
陀
羅
尼
・
真
言
も
全
て
「
呪
」
と
表
記
す
る
。
）
を
空
海
が
純
密
の
導
入
に
よ
り
体
系
化
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
れ
を
病
人
の
側
で
行
う
と
、
そ
れ
に
応
じ
て
護
法
童
子
と
い
う
不
可
視
で
は
あ
る
が
人
の
形
（
主
に
童
子
形
）
を
と
る
と
さ
れ
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

宗
教
者
の
力
を
象
徴
す
る
存
在
が
モ
ノ
ノ
ケ
を
ヨ
リ
マ
シ
に
呪
縛
す
る
。
そ
こ
で
、
モ
ノ
ノ
ケ
を
つ
け
た
ヨ
リ
マ
シ
に
対
し
調
伏
を
行
う
の
で

あ
る
。
こ
の
行
為
は
病
人
に
近
接
し
て
直
接
働
き
か
け
る
と
い
う
点
で
、
離
れ
た
所
に
治
療
空
間
を
構
築
し
て
行
う
修
法
と
は
明
確
に
異
な
る

も
の
で
あ
っ
た
。

　
本
稿
で
は
谷
口
美
樹
氏
に
な
ら
い
、
加
持
に
よ
る
治
療
全
般
を
加
持
治
療
と
呼
称
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
治
療
は
当
初
ヨ
リ
マ
シ
を
用
い
ず

に
行
わ
れ
、
｝
○
世
紀
末
頃
ま
で
に
そ
う
し
た
形
へ
と
展
開
し
て
い
る
の
で
、
ヨ
リ
マ
シ
を
用
い
る
形
態
を
殊
に
葱
祈
藩
と
表
現
す
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

し
た
い
。
こ
れ
は
第
三
者
を
ヨ
リ
マ
シ
と
す
る
懸
依
行
為
全
般
を
指
す
語
で
、
民
俗
学
・
宗
教
学
の
分
野
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
験
者

の
語
の
使
用
開
始
期
と
推
定
さ
れ
る
　
○
世
紀
半
ば
は
、
加
持
治
療
か
ら
愚
祈
禧
が
派
生
し
つ
つ
あ
っ
た
時
期
に
あ
た
る
。

　
以
上
よ
り
、
験
者
と
は
加
持
治
療
・
懸
祈
薦
を
行
う
者
で
あ
る
と
の
仮
定
が
立
て
ら
れ
よ
う
。

（
二
）
　
通
説
的
験
者
に
対
す
る
検
討

　
こ
の
仮
定
は
「
は
じ
め
に
」
で
触
れ
た
従
来
の
語
義
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
一
般
化
で
き
る
も
の
か
ど
う
か
、
通
説
的
「
験

者
」
に
対
す
る
検
討
を
通
じ
、
確
認
し
て
み
よ
う
。

　
鎌
倉
中
期
成
立
の
百
科
事
典
『
血
中
歴
馳
は
平
安
末
期
の
『
掌
中
歴
』
と
『
懐
中
歴
』
を
編
集
し
た
、
平
安
貴
族
の
知
識
を
反
映
し
た
と
考

え
ら
れ
る
史
料
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
「
名
入
事
」
と
い
う
項
目
が
あ
り
、
僧
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
は
「
入
唐
」
「
贈
位
」
「
密
教
」
「
顕
教
」

102 （102）
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な
ど
が
あ
げ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
代
表
的
人
物
の
名
を
並
べ
て
い
る
。
こ
の
中
に
「
験
者
」
も
あ
り
、
そ
こ
に
は
九
世
紀
後
半
の
玄
昭
・
相

応
・
朗
善
以
下
、
　
一
世
紀
に
活
躍
し
た
観
修
・
勝
算
・
深
覚
ま
で
の
計
一
六
名
が
列
挙
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
宗
派
は
深
覚
が
真
言
、
他
は

皆
天
台
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
こ
の
一
六
名
を
検
討
す
る
と
、
玄
昭
・
延
昌
・
明
救
・
常
安
以
外
は
他
の
記
録
か
ら
加
持
治
療
・
懸
祈
禧
の
実
績
が
確
認
で
き
る
。
次
い
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

関
連
史
料
の
な
い
常
安
を
除
く
三
脚
の
う
ち
、
明
楽
は
修
法
に
よ
っ
て
治
療
能
力
が
高
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
加
持
治
療
者
が
修
法

に
も
秀
で
て
い
る
事
例
が
多
い
こ
と
か
ら
見
て
、
加
持
治
療
に
も
能
力
を
発
揮
し
た
可
能
性
は
か
な
り
高
い
と
い
え
よ
う
。
残
る
の
は
玄
昭
・

延
昌
で
あ
る
が
、
こ
の
両
名
に
は
治
療
に
秀
で
て
い
た
と
断
定
で
き
る
事
例
は
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
、
と
も
に
モ
ノ
ノ
ケ
に
ま
つ
わ
る
逸

　
　
　
　
　
　
⑪

話
を
持
っ
て
お
り
、
こ
の
点
か
ら
少
な
く
と
も
後
代
の
人
々
が
彼
ら
が
モ
ノ
ノ
ケ
を
調
伏
す
る
能
力
を
持
つ
と
見
な
し
た
可
能
性
は
指
摘
で
き

る
。
従
っ
て
、
『
二
中
歴
輪
の
「
験
者
」
は
概
ね
先
の
仮
定
に
則
っ
た
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
次
に
、
同
じ
「
名
人
歴
」
の
「
聖
人
」
の
項
に
目
を
転
じ
た
い
。
こ
こ
に
は
聖
徳
太
子
や
行
基
な
ど
の
二
〇
名
を
あ
げ
る
が
、
そ
の
う
ち
の

七
名
に
は
「
奇
異
行
者
」
と
い
う
語
が
冠
さ
れ
、
そ
こ
に
は
「
験
者
」
に
も
列
挙
さ
れ
る
相
応
・
朗
善
・
浄
蔵
が
含
ま
れ
る
。
彼
ら
を
除
く
役

小
角
・
日
蔵
（
道
賢
）
・
聡
警
・
陽
勝
の
君
名
に
注
目
す
る
と
、
役
小
角
は
『
続
日
本
紀
』
以
降
さ
ま
ざ
ま
な
霊
験
諌
を
持
ち
、
日
蔵
は
『
扶

桑
略
記
』
天
慶
四
年
（
九
四
一
）
三
月
条
の
「
道
賢
上
人
冥
途
記
」
に
金
峰
山
で
の
修
行
中
に
絶
命
し
て
他
界
遍
歴
の
後
蘇
生
し
た
と
さ
れ
、

陽
勝
は
『
大
日
本
国
法
華
経
験
記
（
以
下
、
糊
法
華
験
襲
）
』
に
金
峰
山
で
の
修
行
に
よ
り
仙
人
と
な
っ
た
と
記
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
園
城

寺
を
円
珍
に
譲
っ
た
長
寿
僧
と
さ
れ
る
教
待
を
除
き
、
彼
ら
は
皆
山
岳
で
の
修
行
と
験
力
を
属
性
と
す
る
通
説
的
「
験
者
」
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
『
二
中
歴
』
は
彼
ら
を
「
験
者
」
に
は
加
え
ず
、
「
奇
異
行
者
」
と
し
て
い
る
。
史
料
の
編
者
も
彼
ら
の
逸
話
を
知
っ
て
い
た
に
は

違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
彼
ら
は
役
小
角
等
を
験
者
と
は
見
な
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
郷
中
歴
匝
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

平
安
・
鎌
倉
期
の
史
料
に
お
い
て
は
小
角
や
日
蔵
・
陽
勝
に
対
し
、
験
者
の
呼
称
を
用
い
た
事
例
は
ほ
と
ん
ど
確
認
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
更

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

に
、
治
療
以
外
の
場
合
、
例
え
ば
祈
雨
や
国
家
の
息
災
を
祈
る
修
法
に
秀
で
た
者
に
対
し
験
者
の
呼
称
を
用
い
た
例
も
見
ら
れ
ず
、
こ
の
語
は
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あ
く
ま
で
治
療
に
関
す
る
場
合
に
限
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
験
者
の
呼
称
は
限
定
的
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
描
写
を
発
揮
す

る
僧
全
般
を
指
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
よ
り
、
先
の
仮
定
が
適
切
な
こ
と
が
分
か
ろ
う
。
験
者
は
通
説
的
語
義
の
指
す
よ
う
な
、
修
験
者
と
同
義
の
存
在
で
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
以
降
、
注
記
し
な
い
限
り
験
者
の
語
を
加
持
治
療
・
葱
祈
無
能
力
を
持
つ
者
を
指
す
語
と
し
て
用
い
る
こ
と
と
し
た
い
。

①
論
難
右
記
』
寛
仁
四
年
（
一
〇
二
〇
）
九
月
｝
六
日
↓
○
月
…
六
日
条
参
照
。

　
ま
た
、
『
日
本
紀
下
柳
寛
弘
五
年
置
「
○
○
八
）
四
月
二
四
臼
条
に
も
使
用
さ
れ

　
る
。

②
浄
蔵
の
霊
験
諏
に
つ
い
て
は
、
平
林
盛
得
「
浄
蔵
大
法
師
霊
験
考
序
説
」
（
平

　
林
噸
聖
と
説
話
の
史
的
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
～
九
八
～
年
。
初
出
は
『
和
歌
森

　
太
郎
先
生
還
暦
記
念
　
古
代
・
中
世
の
社
会
と
昆
俗
文
化
』
弘
文
堂
、
一
九
七
六

　
年
、
）
等
参
照
。

③
『
大
和
物
語
隔
四
二
。
な
お
、
「
ゑ
し
う
」
は
確
実
な
入
物
比
定
は
難
し
い
が
、

　
横
川
に
滞
在
し
た
こ
と
が
出
て
く
る
の
で
、
天
台
僧
と
分
か
る
（
柿
本
奨
『
大
和

　
物
語
の
注
釈
と
研
究
』
参
照
）
。

④
『
僧
綱
補
任
』
で
は
永
久
六
年
（
一
＝
八
）
に
お
け
る
覚
俊
の
権
律
師
昇
進

　
も
「
権
僧
正
行
尊
話
、
中
宮
（
鳥
羽
天
皇
中
宮
藤
原
璋
子
）
験
者
賞
」
と
説
明
し

　
て
い
る
。

⑤
例
え
ば
、
『
公
衡
公
記
』
所
収
「
後
深
草
三
崩
御
記
」
嘉
元
二
年
（
＝
二
〇
四
）

　
七
月
三
日
条
に
後
深
草
院
の
病
は
「
御
邪
気
」
す
な
わ
ち
モ
ノ
ノ
ケ
に
よ
る
と
し

　
て
、
「
渡
二
御
物
気
鼎
事
尤
可
レ
召
二
験
者
一
歎
」
と
書
い
て
お
り
、
こ
の
記
事
か
ら
も

　
「
モ
ノ
ノ
ケ
を
渡
す
扁
行
為
と
験
者
が
不
可
分
で
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

⑥
小
松
和
彦
「
護
法
信
仰
論
覚
書
－
治
療
儀
礼
に
お
け
る
「
物
怪
」
と
［
護

　
法
」
…
…
」
（
噸
懸
字
信
仰
論
㎞
、
講
談
社
学
衛
文
庫
、
一
九
九
四
年
。
初
出
『
現

　
代
宗
教
隔
第
七
号
、
～
九
七
六
年
）
。
酒
向
伸
行
「
平
安
朝
に
お
け
る
愚
霊
現
象

　
1
「
も
の
の
け
」
の
問
題
を
中
心
と
し
て
一
扁
（
『
御
影
史
学
論
集
』
七
、
～

　
九
八
二
年
）
、
「
平
安
朝
の
患
祈
鶴
一
智
証
門
流
と
の
関
係
を
中
心
と
し
て

　
一
」
（
開
同
』
八
、
一
九
八
三
年
、
以
下
酒
向
A
論
文
）
、
「
悪
霊
信
仰
と
治
病

　
－
叩
几
護
か
ら
叩
几
縛
へ
一
」
（
『
生
活
文
化
史
㎞
一
〇
、
一
九
八
六
年
）
、
門
愚
霊

　
と
治
世
l
l
癒
（
オ
コ
リ
）
の
事
例
を
中
心
と
し
て
一
」
（
『
御
影
史
学
論
集
』

　
一
八
、
一
九
九
三
年
）
、
「
護
法
信
仰
の
変
容
と
機
能
l
l
－
奉
仕
型
・
守
護
型
護
法

　
か
ら
使
役
型
護
法
へ
一
」
（
『
同
』
一
＝
、
～
九
九
六
年
、
酒
向
B
論
文
）
。
谷

　
口
美
樹
「
平
安
貴
族
の
疾
病
認
識
と
治
療
法
i
万
寿
二
年
掛
赤
斑
瘡
流
行
を
手

　
懸
か
り
に
一
」
（
『
臼
本
史
研
究
㎞
三
六
四
号
、
一
九
九
二
年
）
参
照
。
本
文
の

　
概
説
は
主
に
谷
口
氏
に
依
拠
す
る
。
な
お
、
以
降
小
松
・
谷
口
氏
に
誉
及
す
る
際

　
は
、
全
て
上
記
の
論
考
に
よ
る
。

⑦
護
法
に
つ
い
て
は
小
松
論
文
・
酒
向
£
論
文
の
他
、
筑
土
鈴
寛
「
使
霊
と
叙
事

　
伝
説
」
（
『
民
族
学
研
究
』
第
八
巻
第
二
号
、
一
九
四
二
年
。
『
筑
土
鈴
寛
著
作
集
』

　
第
一
巻
、
せ
り
か
書
房
、
一
九
七
六
年
、
再
録
）
、
近
藤
喜
博
『
古
代
信
仰
研
究
㎞

　
（
角
川
轡
店
、
　
一
九
轟
ハ
＝
一
年
）
、
和
多
昭
夫
「
護
法
童
一
子
」
（
判
密
教
文
化
』
　
一
〇

　
四
号
、
～
九
七
三
年
）
等
参
照
。

⑧
酒
向
伸
行
氏
が
註
⑥
に
あ
げ
る
諸
論
考
で
感
祈
藤
の
語
を
使
用
し
て
い
る
。
ま

　
た
、
柳
田
国
男
門
毛
坊
主
考
」
（
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
第
九
巻
、
筑
摩
書
房
、
一

　
九
六
二
年
。
以
下
、
柳
田
氏
に
言
及
す
る
際
は
全
て
こ
れ
に
拠
る
）
で
は
「
因
祈

　
講
」
、
中
山
太
郎
糊
日
本
巫
女
史
」
（
大
岡
山
書
店
、
一
九
三
〇
年
）
で
は
「
慧
り
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祈
藤
」
と
表
記
さ
れ
る
。

⑨
『
二
食
歴
㎞
に
列
挙
さ
れ
る
験
者
の
加
持
治
療
に
つ
い
て
、
相
応
・
「
叡
勤

　
（
叡
効
ヵ
）
」
・
余
慶
（
智
弁
）
・
観
修
（
智
静
）
・
勝
算
は
酒
向
A
論
文
、
尊
意
・

　
八
二
・
深
紫
は
谷
口
論
文
参
照
。
他
は
朗
唱
が
噸
三
代
実
録
隔
仁
和
二
年
（
八
八

　
六
）
　
○
月
六
日
辛
亥
条
、
離
業
（
静
観
）
は
『
挟
桑
略
記
』
延
喜
　
五
年
（
九

　
一
五
）
秋
月
条
所
収
増
命
本
伝
、
浄
蔵
が
『
同
』
延
喜
九
年
（
九
〇
九
）
四
月
四

　
日
条
・
同
一
八
年
目
九
一
八
）
一
〇
月
廿
六
日
遅
他
所
収
浄
詩
意
、
尋
禅
（
慈
仁
、

　
史
料
は
「
慈
忍
」
と
表
記
）
は
糊
続
本
朝
往
生
伝
隔
を
参
照
。

⑩
隅
御
堂
関
白
記
㎞
長
保
二
（
一
〇
〇
〇
）
四
月
廿
九
日
、
長
和
元
年
（
一
〇
一

　
二
）
七
月
一
六
日
条
章
参
照
。
ま
た
、
『
小
右
記
㎞
長
和
四
年
（
一
〇
～
五
）
六

　
月
　
三
日
条
で
、
三
条
天
皇
が
モ
ノ
ノ
ケ
に
よ
る
眼
病
に
悩
ま
さ
れ
た
時
に
、
効

　
果
の
あ
る
秘
密
の
修
法
を
伝
授
さ
れ
て
い
る
と
称
し
て
い
る
。

⑪
玄
昭
は
『
扶
桑
略
記
』
延
喜
一
七
年
（
九
一
七
）
二
月
三
日
条
所
収
浄
蔵
伝
に

　
よ
る
と
、
修
法
の
最
中
に
真
言
僧
真
白
の
霊
が
鵡
の
形
で
現
れ
た
た
め
、
そ
の
身

　
を
焼
損
さ
せ
た
と
い
う
。
延
昌
は
長
門
本
隅
平
家
物
語
隔
墨
池
一
五
「
柿
下
紀
僧

　
正
真
済
事
」
等
に
よ
る
と
、
真
済
の
霊
を
尊
勝
陀
羅
尼
に
よ
り
改
心
さ
せ
た
と
い

　
う
。
ち
な
み
に
、
こ
の
逸
話
で
は
真
済
は
延
昌
の
弟
子
明
鑑
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た

　
と
す
る
（
麻
原
葵
子
・
名
波
弘
彰
明
長
門
本
平
家
物
語
の
総
合
研
究
　
第
一
巻

　
校
注
編
』
勉
誠
出
版
、
　
九
九
九
年
、
参
照
）
。

⑫
表
記
上
は
　
二
名
だ
が
、
行
基
が
二
度
出
て
く
る
た
め
実
質
は
二
〇
名
。

⑬
凹
新
猿
楽
記
隔
「
大
験
者
次
郎
」
の
記
述
に
お
い
て
役
行
者
を
＝
陀
羅
尼
験

　
者
」
と
呼
ん
だ
例
も
あ
る
が
、
加
持
治
療
と
の
関
係
が
確
認
で
き
な
い
例
は
こ
れ

　
し
か
な
い
。
他
に
修
法
僧
に
具
し
て
験
者
と
呼
ん
で
い
る
例
も
註
①
に
あ
げ
た

　
『
日
本
紀
略
』
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
四
月
二
四
二
条
等
に
若
干
認
め
ら
れ
る

　
も
の
の
、
そ
れ
ら
は
皆
病
気
か
出
産
に
関
わ
っ
て
い
る
。
な
お
、
一
一
世
紀
以
前

　
に
は
、
こ
う
し
た
修
法
に
よ
る
治
療
者
を
指
し
た
と
見
ら
れ
る
例
も
若
干
含
ま
れ

　
る
が
、
＝
　
世
紀
は
ほ
ぼ
見
ら
れ
な
く
な
る
。

⑭
例
え
ば
、
真
言
・
三
論
両
宗
を
修
め
た
聖
宝
は
祈
雨
・
日
食
の
修
法
に
能
力
を

　
発
揮
し
、
ま
た
吉
野
で
修
行
し
た
と
さ
れ
、
後
に
修
験
道
再
興
の
祖
に
仮
託
さ
れ

　
て
お
り
、
従
来
の
研
究
で
は
し
ば
し
ば
平
安
期
の
代
表
的
験
者
に
あ
げ
ら
れ
て
き

　
た
人
物
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
鎌
倉
期
以
前
の
記
録
で
は
彼
を
験
者
と
呼
ぶ
事

　
例
は
確
認
で
き
な
い
。

修験道成立の史的前提（徳永）

二
　
加
持
治
療
の
展
開

（一

j
　
非
密
教
僧
の
加
持

　
本
章
で
は
本
稿
の
定
義
す
る
験
者
に
つ
い
て
、
そ
の
変
化
と
そ
れ
に
絡
む
加
持
治
療
の
展
開
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
谷
鐵
氏

も
同
様
の
考
察
を
行
っ
て
い
る
が
、
時
間
軸
に
沿
っ
た
変
化
の
過
程
は
や
や
不
明
瞭
で
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
こ
の
点
に
配
慮
し
つ
つ
考
察
を

試
み
る
。
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O

　
ま
ず
、
雑
密
の
段
階
で
は
禅
師
と
呼
ば
れ
る
僧
の
中
に
呪
を
用
い
た
治
療
を
行
な
う
者
が
存
在
し
た
。
彼
ら
は
看
病
禅
師
、
更
に
は
十
禅
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
し
て
朝
廷
に
治
病
能
力
を
も
っ
て
仕
え
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
は
平
安
時
代
の
内
供
奉
十
禅
師
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
ま
た
、
優
婆
塞
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

中
に
も
こ
の
能
力
を
持
つ
者
が
い
た
と
見
ら
れ
、
「
僧
尼
令
」
卜
相
吉
凶
条
で
仏
法
以
外
の
占
い
や
ま
じ
な
い
に
よ
る
治
療
を
禁
じ
つ
つ
も
、

「
其
依
二
仏
法
↓
持
レ
兇
器
レ
疾
。
不
レ
在
二
禁
限
ご
と
し
た
こ
と
か
ら
見
て
、
治
療
に
お
け
る
呪
の
利
用
は
広
く
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
呪
に
よ
る
治
療
を
「
加
持
」
と
呼
ぶ
初
例
は
、
管
見
の
限
り
、
『
続
日
本
後
紀
』
天
長
一
〇
年
（
八
　
一
一
三
）
六
月
壬
戌
（
七
日
）
条
の
仁
明
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

皇
に
対
す
る
治
療
を
示
す
以
下
の
記
事
で
あ
る
。

　
　
天
皇
不
予
。
公
卿
陪
二
候
殿
上
弔
西
山
有
二
芯
翁
殉
西
名
仙
樹
。
以
一
軸
几
験
一
称
。
与
二
僧
都
等
↓
倶
奉
レ
加
二
持
聖
躬
　
也
。
分
一
　
轡
型
七
條
。
綿
七
百
屯
於
七

　
　
寺
弔
転
経
薫
修
。
以
祈
二
翌
日
之
疹
櫓

　
次
の
事
例
も
仁
明
天
皇
に
対
す
る
も
の
で
、
『
同
臨
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
二
月
輩
出
（
五
日
）
条
に
「
請
二
僧
綱
十
禅
師
及
有
験
者
於
御
簾

外
制
令
レ
奉
篇
加
持
ご
と
あ
り
、
翌
日
条
に
は
「
衆
僧
入
目
甥
御
簾
中
の
饒
二
御
床
【
而
奉
二
加
持
一
」
と
記
さ
れ
、
こ
れ
が
御
簾
中
の
加
持
の
初
例

　
　
　
　
　
　
　
④

と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
例
に
つ
い
て
加
持
を
行
っ
た
僧
に
着
目
す
る
と
、
天
長
一
〇
年
に
は
当
時
大
僧
都
で
あ
っ
た
空
海
が
、
嘉
祥
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

年
で
は
円
仁
が
内
供
奉
十
禅
師
と
し
て
加
わ
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
く
、
純
密
導
入
の
早
い
時
期
か
ら
真
言
・
天
台
両
宗
の
僧
が
加
持
治
療
に

携
わ
っ
て
い
た
と
予
想
で
き
よ
う
。

　
だ
が
、
一
方
で
密
教
僧
以
上
に
加
持
治
療
能
力
が
期
待
さ
れ
た
者
が
い
た
こ
と
も
こ
の
二
例
か
ら
指
摘
で
き
る
。
ま
ず
、
天
長
一
〇
年
に
中

心
的
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
当
該
記
事
に
名
前
が
記
さ
れ
る
仙
樹
で
あ
る
。
『
類
聚
国
史
』
仏
道
部
＝
一
内
供
奉
僧
に
よ
る
と
、
天
長
八
年

頃
八
三
一
）
正
月
一
五
日
に
は
「
山
階
寺
修
行
住
位
仙
樹
」
が
、
内
供
奉
十
禅
師
に
補
任
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
職
は
天
皇
の
看
病
を
本
来
的
職

掌
と
し
て
お
り
、
仙
樹
の
起
用
に
は
こ
う
し
た
事
情
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
彼
は
所
属
寺
院
よ
り
法
相
宗
と
見
ら
れ
る
が
、
宝
亀
三

年
（
七
七
二
）
設
置
の
十
禅
師
に
含
ま
れ
る
興
福
寺
の
永
興
や
元
興
寺
の
広
達
な
ど
、
呪
に
よ
る
治
療
能
力
を
持
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
法
相
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
山
林
修
行
者
は
以
前
か
ら
多
く
存
在
し
て
お
り
、
西
山
で
修
行
し
て
い
た
と
お
ぼ
し
き
仙
樹
も
こ
の
流
れ
を
汲
む
と
考
え
ら
れ
る
。
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嘉
祥
三
年
の
例
で
は
、
加
持
開
始
の
翌
々
日
二
月
丙
辰
（
七
日
）
条
に
登
場
す
る
観
世
が
最
も
能
力
を
期
待
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
該
当
個

所
を
引
用
し
よ
う
。

　
　
是
日
。
大
法
迫
真
頂
与
二
北
山
近
士
観
野
馬
特
入
二
業
簾
中
｝
奉
二
加
持
ゆ
観
善
即
日
。
御
病
不
レ
除
。
不
二
更
起
ワ
座
。
不
一
復
飲
食
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
真
頂
・
観
善
は
共
に
他
の
史
料
で
は
確
認
で
き
な
い
が
、
天
皇
の
病
が
癒
え
る
ま
で
は
座
を
立
た
な
け
れ
ば
飲
食
も
し
な
い
と
い
う
誓
い
を

立
て
て
い
る
の
は
後
者
で
あ
り
、
大
法
師
位
を
持
つ
真
頂
が
付
き
添
い
と
な
っ
て
、
観
善
を
御
簾
中
へ
入
れ
た
と
推
測
で
き
よ
う
。
観
善
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

「
北
山
近
士
」
と
あ
る
が
、
「
近
士
」
は
優
婆
塞
を
指
す
語
で
あ
り
、
北
山
で
修
行
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
も
ま
た
前
代
の
治
療
者
と

同
様
の
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
加
持
」
治
療
の
開
始
当
初
に
最
も
能
力
を
期
待
さ
れ
た
の
は
、
前
代
に
お
い
て
呪
を
用
い
た
治
療
に
従
事
し
て
い
た
禅
師

や
優
婆
塞
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
「
加
持
」
と
い
う
語
の
使
用
や
参
加
し
た
治
療
者
の
一
部
か
ら
密
教
の
関
与
は
窺
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
段

階
で
は
前
代
以
来
の
雑
密
に
よ
る
「
加
持
」
が
、
純
密
教
団
に
属
す
る
僧
の
「
加
持
」
よ
り
効
力
を
持
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
加
持
治
療
か
ら
見

る
限
り
、
純
密
は
雑
密
に
対
し
て
優
位
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

（
二
）
純
密
へ
の
移
行

　
こ
れ
に
対
し
、
九
世
紀
後
半
に
は
治
療
者
が
変
化
し
て
く
る
。
岡
三
代
実
録
嚇
か
ら
は
真
言
宗
の
壱
演
と
天
台
宗
の
朗
善
の
事
例
が
指
摘
で

き
、
ま
ず
前
者
は
『
同
』
貞
観
九
年
（
八
六
七
）
七
月
一
二
日
条
の
死
没
記
事
に
、
貞
観
六
年
（
八
六
四
）
太
政
大
臣
藤
原
官
房
の
病
に
対
し
、

加
持
を
も
っ
て
治
療
を
行
っ
た
こ
と
が
出
て
く
る
。
当
該
記
事
で
は
他
に
「
皇
太
后
」
が
病
ん
だ
時
「
令
レ
七
二
看
病
幻
黙
念
所
レ
感
。
医
薬
停

レ
方
。
」
し
た
と
あ
り
、
こ
の
場
合
も
加
持
を
行
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
、
壱
演
の
能
力
が
広
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
一
方
の
朗
善

は
仁
和
二
年
（
八
八
六
）
一
〇
月
六
日
置
亥
条
に
光
孝
天
皇
に
対
し
加
持
を
行
っ
た
と
あ
る
。
彼
に
関
す
る
現
存
史
料
は
極
め
て
少
な
い
が
、

『
二
中
歴
瞼
で
「
験
者
」
と
「
聖
人
」
の
項
に
列
挙
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
見
て
、
少
な
く
と
も
平
安
期
に
は
広
く
知
ら
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
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⑨

の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
他
に
、
円
仁
の
弟
子
で
無
動
寺
の
開
祖
と
さ
れ
る
相
応
も
い
る
。
彼
の
伝
記
『
天
台
南
山
無
動
寺
建
立
和
尚
伝
（
以
下
、
『
和
尚
伝
』
二

に
よ
れ
ば
、
九
世
紀
後
半
か
ら
一
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
天
皇
や
そ
の
妃
に
加
持
治
療
を
施
し
て
お
り
、
特
に
天
安
二
年
（
八
五
八
）
に

「
西
三
選
女
御
」
（
文
徳
天
皇
の
女
御
藤
原
良
相
女
多
可
幾
子
）
に
対
し
て
、
ま
た
貞
観
七
年
（
八
六
五
）
に
「
染
殿
皇
后
」
（
文
徳
天
皇
女
御
藤
原
良

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

房
女
明
子
）
に
対
し
て
行
っ
た
事
例
は
、
加
持
に
よ
る
モ
ノ
ノ
ケ
調
伏
の
最
も
早
い
例
と
見
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
酒
向
伸
行
氏
に
よ
り

『
和
尚
伝
』
の
成
立
は
＝
世
紀
中
頃
の
『
法
華
験
記
』
相
応
伝
よ
り
も
遅
い
と
す
る
指
摘
が
な
さ
れ
、
そ
の
内
容
を
全
面
的
に
事
実
と
み
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

す
こ
と
に
疑
問
が
呈
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
咽
和
尚
伝
』
の
記
述
内
容
を
同
時
代
の
事
実
認
識
そ
の
ま
ま
と
す
る
の
は
た
め
ら
わ
れ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

彼
が
一
〇
世
紀
に
は
貴
族
社
会
で
修
法
を
行
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
加
持
治
療
能
力
の
高
さ
は
あ
る
程
度
実
像
に
基
づ
い
て
い
た
も
の
と

い
え
よ
う
。

　
以
上
よ
り
、
九
世
紀
後
半
が
密
教
へ
の
転
機
と
し
て
指
摘
で
き
、
以
降
も
天
台
宗
の
下
命
・
尊
意
・
浄
蔵
等
に
よ
る
事
例
が
続
い
て
い
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

と
か
ら
、
加
持
治
療
の
主
力
が
密
教
僧
に
移
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
、
よ
り
詳
細
な
点
に
ま
で
踏
み
込
む
な
ら
ば
、
前
記
の
三
名

と
そ
れ
以
降
の
治
療
者
に
相
違
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
の
点
を
少
し
見
て
お
こ
う
。

　
壱
演
は
権
僧
正
に
ま
で
昇
進
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
段
階
を
経
て
お
ら
ず
、
加
持
治
療
の
功
の
み
に
よ
っ
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
生
活
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

「
不
レ
定
二
居
所
過
去
留
任
レ
意
。
」
と
い
う
放
浪
状
態
で
あ
っ
た
。
朗
善
は
加
持
治
療
以
外
で
は
『
扶
桑
略
記
嚇
寛
平
二
年
（
八
九
〇
）
一
一
月

廿
六
日
条
に
「
天
台
山
南
跡
」
の
寺
を
定
額
寺
と
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。
相
応
に
つ
い
て
は
、
『
和
尚
伝
』
の
記
事
か
ら
活

発
な
活
動
が
認
め
ら
れ
て
き
た
が
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
そ
の
内
容
に
は
検
討
が
必
要
で
あ
り
、
彼
の
身
分
が
内
供
奉
十
禅
師
に
留
ま
っ
た

点
を
顧
み
る
な
ら
ば
、
生
存
時
に
お
け
る
注
目
度
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
密
教
教
団
の
中
核
に
は

位
置
し
て
い
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
増
命
や
尊
意
は
天
台
座
主
を
務
め
て
お
り
、
僧
網
に
も
属
し
た
。
以
降
、
天
皇
・
摂
関
家
に
お
い
て
験
者
を
務
め
た
七
三
、
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例
え
ば
尋
禅
や
余
慶
も
同
様
の
存
在
で
あ
る
。
彼
ら
が
教
団
の
中
核
に
位
置
し
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
も
な
い
。
加
持
治
療
が
密
教
教
団
の
も
の

と
な
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
主
導
豹
立
場
の
僧
に
よ
る
事
例
が
一
般
化
し
て
か
ら
で
あ
ろ
う
。
純
潔
へ
の
定
着
は
一
〇
世
紀
に
入
っ
て
決
定
的

と
な
る
の
で
あ
り
、
九
世
紀
後
半
は
純
密
へ
の
過
渡
期
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
三
）
　
不
動
明
王
と
天
台
宗

　
治
療
者
に
お
け
る
純
密
の
定
着
と
並
行
し
て
、
加
持
治
療
に
関
わ
る
観
念
に
も
変
化
が
生
じ
て
い
た
。
ま
ず
、
『
扶
桑
略
記
』
延
長
八
年

（
九
三
〇
）
六
月
廿
六
日
条
所
収
の
尊
意
伝
を
あ
げ
よ
う
。

　
　
座
主
尊
意
依
レ
墨
黒
二
於
禁
中
↓
毎
夜
献
二
子
加
持
弔
皇
帝
夢
芸
。
不
動
明
王
火
焔
赫
爽
。
猛
威
属
領
。
加
二
審
聖
躰
殉
動
乱
尊
重
。
覚
後
聞
＝
陀
羅
尼
声
殉

　
　
此
則
天
台
座
主
尊
意
也
。
勅
二
左
大
臣
一
日
。
朕
夢
如
レ
斯
。
台
山
座
主
此
不
二
凡
人
適

　
醍
醐
天
皇
が
病
と
な
っ
た
た
め
、
天
台
座
主
尊
意
は
勅
に
拠
り
禁
中
に
伺
候
し
、
毎
夜
加
持
を
行
っ
た
。
す
る
と
、
天
皇
は
不
動
明
王
が
火

焔
を
あ
げ
て
声
を
ふ
る
い
加
持
し
て
い
る
の
を
夢
に
見
、
目
が
覚
め
た
時
に
尊
意
の
陀
羅
尼
の
声
が
聞
こ
え
て
き
た
い
う
。
こ
こ
か
ら
は
、
治

療
者
の
観
想
す
る
不
動
明
王
が
音
声
を
通
じ
て
被
治
療
者
に
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
と
い
う
構
図
が
読
み
取
ら
れ
る
。
こ
の
史
料
は
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

立
の
下
限
が
＝
世
紀
末
ま
で
下
が
る
が
、
加
持
で
は
な
い
も
の
の
、
咽
権
記
』
長
徳
四
年
（
九
九
八
）
七
月
一
六
日
条
に
お
い
て
、
寺
門
僧
観

修
の
治
療
を
受
け
た
際
に
、
藤
原
行
成
が
「
不
動
尊
三
字
」
を
腹
の
中
に
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
夢
を
見
、
病
が
癒
え
た
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ

る
他
、
咽
源
氏
物
語
』
若
菜
下
で
も
験
者
の
姿
に
不
動
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
い
う
描
写
が
現
れ
る
。
少
な
く
と
も
こ
う
し
た
現
象
は
一
〇
世
紀

末
に
は
一
般
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
当
該
期
の
加
持
治
療
で
は
不
動
以
外
の
呪
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
上
に
あ
げ
た
よ
う
な
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
被
治
療
者

に
働
き
か
け
る
と
い
う
現
象
は
専
ら
不
動
に
集
中
し
て
お
り
、
治
療
に
関
わ
る
仏
と
し
て
不
動
が
信
仰
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
窺
え

　
⑰

よ
う
。
ま
た
、
こ
の
現
象
は
加
持
治
療
・
愚
祈
事
に
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
護
法
童
子
と
も
密
接
に
関
わ
っ
て
お
り
、
護
法
童
子
信
仰
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和暦 西暦 天皇 妃 験　　　者 出　典

寛弘5 1008 一条天皇 藤原彰子 尋光【山】，心念・「そうそ（妙尊

ｩ）」・千算・念覚【等】，叡効【山

盾虫宦z難

【紫式部日記」

天治2 1125 鳥羽天皇 藤原影子 仁実【出】，行尊・増智【毒】，勝色

y真】

仲右記』

治承2 1178 高倉天皇 平徳子 笠雲・俊発・実全（実詮）【出】，三

ﾇ・豪禅【寺】

『山塊記』

寛喜3 ユ231 後堀河天皇 九条樽子 理性【山】・良尊【寺】 『民経記』

文永7 1262 後深草上皇 西園等公子
i東二条院）

道慶【寺】※2 『とはずがたり」

文永4 1267 亀山天皇 洞院信子 静仁【寺】 『吉続記』

乾元2 1303 後伏見上皇 西園寺寧子
i広義門院）

道昭【寺】 随衛公記」「広義

蜑@御産愚記」

【】内は僧の宗派，山は山門，寺は寺門，真は真言の略。

※1　験者の人名比定は萩谷朴『紫式部日記全注釈』（角川害店，1971年）に拠る。

※2　新日本古典体系の註では良尊とするが，良尊の没年は寛元四年（1246）であり，当該記事

　　の「常住院」は道慶に比定される。以上，酒井彰子「中世園城寺の門跡と熊野三山検校職の

　　相承一常住院から塑護院へ一」（『文化史学』48号，1992年）付表「熊野三山検校～覧」

　　参照。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

は
当
該
期
の
不
動
信
仰
の
申
か
ら
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
～
○
世
紀
に
は
不
動
明
王
信
仰
が
大
き
な
展
開
を
見
せ
、

そ
れ
が
加
持
治
療
に
も
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
観
念
上
の
展
開
は
加
持
治
療
の
実
際
面
に
も
反
映
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
不
動
明
王
や
護
法
童
子
は
実
際
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は

な
い
が
、
そ
れ
ら
は
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
を
伴
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
そ
れ

ら
を
通
じ
て
被
治
療
者
、
更
に
は
第
三
者
も
、
加
持
が
作
用
す
る
過
程
を

彼
ら
な
り
の
因
果
関
係
の
申
で
説
明
づ
」
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
例
え
ば
、

『
枕
草
子
』
二
二
で
清
少
納
言
が
葱
西
塔
が
上
手
く
い
か
な
か
っ
た
際
に

「
護
法
も
つ
か
ね
ど
」
と
表
現
し
た
よ
う
に
、
験
者
が
護
法
童
子
を
使
役

で
き
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
不
成
功
の
原
因
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
捉
え
方
は
当
時
の
人
々
に
共
有
さ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
が
、
護

法
童
子
と
い
っ
た
シ
ン
ボ
ル
に
よ
り
そ
の
よ
う
な
共
通
認
識
が
形
成
さ
れ

た
こ
と
、
そ
れ
が
懸
祈
薦
の
派
生
を
可
能
に
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
治
療
者
と
ヨ
リ
マ
シ
が
懸
祈
薦
を
意
図
的
に
演
じ

て
み
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
治
療
法
が
定
着
し
た
の
で
は
な
い
か
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

る
、
実
際
面
が
観
念
よ
り
先
行
し
た
と
見
る
説
も
あ
る
。
し
か
し
、
毒
酒

講
が
始
め
ら
れ
た
当
初
の
ヨ
リ
マ
シ
に
注
目
し
て
み
る
と
、
一
〇
世
紀
末

か
ら
一
一
世
紀
半
ば
ま
で
の
事
例
で
は
、
単
に
「
人
々
」
（
『
小
右
記
』
正

1王0　（110）
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暦
四
年
・
九
九
三
・
六
月
五
日
条
）
「
女
人
」
（
魍
同
』
長
保
元
年
・
九
九
九
・
＝
月
四
日
条
）
と
表
記
す
る
場
合
が
多
い
も
の
の
、
『
同
』
寛
仁
四
年

（一

Z
二
〇
）
九
月
一
六
日
条
や
治
安
二
年
（
一
〇
二
；
五
月
三
〇
日
条
で
は
「
女
房
」
で
あ
り
、
『
栄
華
物
語
瞼
第
一
二
「
た
ま
の
む
ら
ぎ

く
」
や
第
二
一
「
後
く
み
の
大
将
」
で
も
同
様
の
事
例
が
確
認
さ
れ
る
他
、
『
枕
草
子
』
一
本
二
三
で
は
「
大
き
や
か
な
る
童
女
」
、
『
源
氏
物

語
』
若
菜
下
で
は
「
小
さ
き
童
」
が
ヨ
リ
マ
シ
を
務
め
て
い
る
。
以
上
を
見
る
限
り
、
少
な
く
と
も
当
該
期
の
ヨ
リ
マ
シ
は
職
業
的
存
在
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

な
く
、
女
房
も
し
く
は
そ
れ
に
仕
え
る
者
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
愚
僧
薦
が
始
め
ら
れ
た
当
初
の
ヨ
リ
マ
シ
は
治
療
者
で
は
な
く
被
治
療
者
の
側
に
属
し
て
お
り
、
い
わ
ば
、
葱
祈
禧
は
被
治

療
者
と
ヨ
リ
マ
シ
の
親
近
性
に
立
脚
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
治
療
者
と
ヨ
リ
マ
シ
の
結
託
を
想
定
す
る
前
述
の
見
解
に
は
疑
問
を
呈

さ
ざ
る
を
得
な
い
。
不
動
明
王
や
護
法
童
子
の
信
仰
は
慧
祈
禧
の
定
着
に
伴
っ
て
浸
透
し
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
ち
ら
が
先
行
し
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
加
持
治
療
に
対
す
る
共
通
認
識
が
確
立
し
た
か
ら
こ
そ
、
治
療
者
と
被
治
療
者
　
対
一
の
問
で
完
結
し
て
い
た
「
加
持
」
に
、

第
三
者
が
加
わ
り
え
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
九
世
紀
後
半
以
降
の
加
持
治
療
者
を
見
て
い
る
と
、
ほ
と
ん
ど
が
天
台
宗
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
前
章
で
触
れ
た
『
二
中

歴
』
で
も
深
覚
を
除
き
験
者
は
皆
同
宗
に
属
し
て
お
り
、
ま
た
、
天
皇
な
い
し
上
皇
の
妃
の
出
産
時
に
つ
い
て
、
＝
世
紀
か
ら
一
四
世
紀
初

頭
ま
で
験
者
を
務
め
た
者
が
確
定
で
き
る
主
な
事
例
を
追
っ
て
み
る
と
、
同
宗
の
比
率
の
大
き
さ
が
鎌
倉
期
ま
で
継
続
し
て
い
る
こ
と
が
確
認

　
　
⑳

で
き
る
。
こ
の
点
か
ら
見
て
、
加
持
治
療
の
展
開
は
天
台
宗
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。

　
こ
れ
は
不
動
明
王
信
仰
の
展
開
か
ら
も
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
不
動
は
空
海
に
よ
っ
て
将
来
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
信
仰
が
本
格
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

展
開
を
見
せ
る
の
は
円
珍
以
降
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
加
持
治
療
に
お
い
て
純
密
の
浸
透
が
始
ま
る
九
世
紀
後
半
と
ほ
ぼ
時
期
が
一
致
す
る
。

治
療
に
関
わ
る
不
動
信
仰
を
形
成
し
た
の
が
天
台
宗
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
側
面
も
同
宗
の
特
徴
と
し
て
指
摘
で

　
　
　
　
　
⑬

き
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
最
後
に
本
章
を
ま
と
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
呪
に
よ
る
治
療
行
為
は
奈
良
時
代
か
ら
広
範
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、
純
密
の
導
入
に
よ

111 （111）



り
九
世
紀
半
ば
に
は
、
呪
の
治
療
に
対
し
て
加
持
の
語
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
当
該
期
で
は
依
然
と
し
て
前
代
以
来
の
禅
師

や
優
婆
塞
と
い
っ
た
雑
紙
の
修
行
者
が
、
加
持
治
療
に
能
力
を
発
揮
し
て
い
た
。
こ
れ
が
変
化
す
る
の
は
同
世
紀
後
半
か
ら
で
あ
り
、
ま
ず
周

辺
的
立
場
の
僧
に
始
ま
り
、
一
〇
世
紀
に
は
中
核
に
位
置
す
る
僧
の
活
躍
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
加
持
治
療
は
密
教
教
団
の
も
の
へ
と

定
着
し
て
い
く
。
並
行
し
て
、
治
療
に
関
わ
っ
て
不
動
明
王
へ
の
信
仰
が
展
開
し
て
い
き
、
一
〇
世
紀
に
は
視
覚
的
シ
ン
ボ
ル
を
伴
う
加
持
治

療
に
対
す
る
共
通
認
識
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
れ
を
基
盤
と
し
て
懸
二
幅
へ
の
展
開
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
展
開
は
天
台
宗

に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

ユ12 （112）

①
十
禅
師
・
内
供
奉
十
禅
師
に
つ
い
て
は
、
舟
ヶ
崎
正
孝
「
禅
行
構
行
の
醸
成
と

　
そ
の
普
遍
化
」
（
欄
国
家
仏
教
変
容
過
程
の
研
究
』
、
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
五
年
。

　
「
奈
良
時
代
の
禅
師
に
つ
い
て
」
、
『
大
阪
教
育
大
学
紀
要
』
第
二
〇
巻
第
H
部
門
、

　
一
九
七
一
年
を
改
稿
）
、
根
井
浄
「
日
本
古
代
の
禅
師
に
つ
い
て
」
（
噸
仏
教
史
学

　
研
究
」
一
…
ニ
ー
二
、
一
九
八
○
年
）
、
本
郷
真
紹
「
内
供
奉
十
禅
師
の
成
立
と
天

　
台
宗
」
（
『
仏
教
史
学
研
究
』
二
八
－
一
，
一
九
八
五
年
）
、
垣
内
和
孝
「
内
供
奉

　
十
禅
師
の
再
検
討
」
（
『
古
代
文
化
』
四
五
一
四
、
～
九
九
三
年
）
等
、
参
照
。
以

　
下
、
断
り
が
な
い
限
り
四
氏
に
書
及
す
る
際
は
、
全
て
こ
れ
ら
に
拠
る
。

②
　
　
門
日
本
霊
異
記
隔
上
巻
第
三
一
で
は
禅
師
と
共
に
優
婆
塞
に
看
病
能
力
が
期
待

　
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
場
合
呪
に
よ
る
治
療
も
含
ま
れ
た
と
見
ら
れ
る
。

③
谷
口
論
文
で
は
、
『
続
日
本
後
紀
』
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
二
月
甲
寅
（
五
日
）

　
条
を
も
っ
て
加
持
治
療
の
調
髪
と
す
る
が
、
本
文
に
引
用
し
た
『
同
』
天
長
～
○

　
年
（
八
三
三
）
六
月
壬
戌
（
七
日
）
条
に
、
既
に
「
加
持
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て

　
い
る
。

④
谷
口
論
文
参
照
。

⑤
『
僧
綱
補
任
』
に
は
天
長
【
○
年
の
大
僧
都
と
少
僧
都
は
、
そ
れ
ぞ
れ
空
海
と

　
修
円
（
興
福
寺
、
法
相
宗
）
・
豊
安
（
唐
招
提
寺
、
律
宗
）
と
す
る
。
な
お
、
糊
続

　
日
本
後
縁
』
嘉
祥
三
年
二
月
記
号
条
で
は
「
十
禅
師
」
と
記
す
が
、
本
郷
・
垣
内

　
両
氏
の
論
考
よ
り
、
当
該
期
に
は
既
に
内
供
奉
十
禅
師
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い

　
た
と
判
断
で
き
る
。
本
文
で
言
及
し
た
『
類
聚
国
史
』
仏
道
部
＝
一
軍
供
奉
僧
、

　
天
長
八
年
．
（
八
三
一
）
正
月
一
五
日
条
で
も
「
十
禅
師
」
と
の
み
記
す
が
、
こ
れ

　
に
つ
い
て
も
同
様
に
内
供
奉
十
禅
師
を
さ
し
た
と
見
ら
れ
る
。

⑥
永
興
は
闘
日
本
霊
異
記
㎞
下
巻
第
マ
第
二
に
、
広
達
は
一
同
㎞
葛
巻
第
二
六

　
に
登
場
し
、
そ
れ
ぞ
れ
熊
野
と
吉
野
で
修
行
し
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
法
相
宗
の

　
山
林
修
行
に
つ
い
て
は
、
田
中
久
夫
「
由
岳
修
験
宗
へ
の
道
一
平
安
上
期
の
禅

　
定
と
山
林
科
撒
と
の
か
か
わ
り
の
な
か
で
一
」
（
門
御
影
史
学
論
集
㎞
二
四
、
　
一

　
九
九
九
年
）
、
竹
内
亮
「
古
代
の
禅
と
法
相
宗
」
報
告
要
旨
（
『
日
本
史
研
究
』
四

　
五
　
、
二
〇
〇
〇
年
、
部
会
ニ
ュ
ー
ス
、
古
代
史
部
会
。
以
下
、
竹
内
氏
に
言
及

　
す
る
際
は
全
て
こ
れ
に
拠
る
）
参
照
。
な
お
、
今
日
の
と
こ
ろ
、
山
林
修
行
と
い

　
つ
た
概
念
に
対
す
る
定
義
は
確
立
し
て
お
ら
ず
、
山
岳
修
行
と
の
相
違
も
明
確
に

　
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
便
宜
上
奈
良
時
代
以
前
を
山
林
修
行
、
平
安
時

　
代
以
降
を
山
岳
修
行
と
表
記
し
て
い
る
。

⑦
真
頂
の
「
頂
臨
が
「
雅
」
の
誤
記
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
真
雅
は
真
言
僧
で
あ

　
り
、
密
教
僧
が
治
療
能
力
を
持
つ
優
婆
塞
と
繋
が
り
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
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る
が
、
当
晴
真
雅
は
律
師
で
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
当
該
史
料
の
「
真
頂
」
を
真
雅

　
と
比
定
し
が
た
い
。

⑧
『
続
日
本
紀
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
天
平
宝
字
二
年
（
七
五

　
八
）
八
月
庚
子
朔
条
、
「
清
行
四
聖
」
補
注
に
よ
る
。
門
近
士
」
使
用
例
は
、
他
に

　
『
三
代
実
録
』
貞
観
七
年
（
八
六
五
）
五
月
廿
六
日
条
の
「
近
回
賢
基
」
が
あ
る
。

⑨
　
他
に
朗
善
の
登
場
す
る
記
録
に
判
和
尚
伝
』
、
糊
古
今
著
聞
集
』
巻
第
二
釈
教
第

　
二
、
四
六
が
あ
る
。
前
者
で
は
相
応
と
共
に
金
峰
山
に
お
け
る
三
箇
年
の
安
居
に

　
赴
き
、
鬼
に
打
た
れ
た
朗
善
が
絶
命
し
た
と
こ
ろ
、
相
応
が
加
持
で
蘇
生
さ
せ
、

　
以
降
至
善
は
相
応
に
い
よ
い
よ
伏
し
従
う
よ
う
に
な
っ
た
と
あ
る
。
ま
た
後
者
で

　
は
朗
善
の
弟
子
修
入
が
験
比
べ
で
浄
蔵
に
負
け
て
い
る
。
受
話
に
お
け
る
朗
善
は

　
相
応
・
三
蔵
の
引
き
立
て
役
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
が
、
相
応
と
浄
蔵
の
問
に
も
似

　
た
よ
う
な
構
図
が
見
ら
れ
、
『
扶
桑
略
記
』
浄
蔵
伝
で
は
、
相
応
が
手
を
出
せ
な

　
か
っ
た
菅
原
道
真
の
怨
霊
を
、
浄
蔵
が
ほ
ぼ
調
伏
し
か
け
た
と
す
る
。
こ
の
よ
う

　
な
互
い
の
優
越
を
問
題
と
す
る
逸
話
は
、
上
記
泥
画
が
と
も
に
九
世
紀
後
半
か
ら

　
一
〇
世
紀
に
お
け
る
、
卓
越
し
た
験
者
と
み
な
さ
れ
た
た
め
に
生
ま
れ
た
の
で
あ

　
ろ
う
。
な
お
、
門
三
代
実
録
隔
仁
和
一
　
年
（
八
八
穴
）
一
〇
月
六
日
条
で
は
「
梵

　
釈
寺
十
禅
師
朗
善
」
と
し
、
こ
の
記
事
か
ら
は
宗
派
が
判
明
し
な
い
が
、
糊
扶
桑

　
略
記
』
寛
平
二
年
（
八
九
〇
）
＝
月
廿
六
日
条
か
ら
天
台
僧
と
比
定
で
き
る
。

⑩
谷
口
論
文
参
照
。

⑪
酒
向
「
相
応
和
尚
伝
の
成
立
一
群
轡
類
従
本
「
天
台
南
山
無
動
寺
建
立
和
尚

　
伝
」
の
成
立
を
中
心
と
し
て
ー
ー
」
（
門
御
影
史
学
論
集
』
　
　
九
、
　
　
九
九
四
年
）

　
に
よ
れ
ば
、
『
法
華
験
記
』
所
収
相
応
伝
に
「
相
応
和
尚
。
不
レ
見
二
其
伝
↓
倶
聞
二

　
故
老
一
両
伝
言
ご
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
先
行
す
る
伝
記
は
な
か
っ
た
と

　
判
断
で
き
る
と
い
う
。
一
二
崎
良
周
「
比
叡
山
の
圓
峯
行
と
そ
の
理
論
的
根
拠
」

　
（
日
本
仏
教
学
再
編
呵
仏
教
に
お
け
る
修
行
と
そ
の
理
論
的
根
拠
』
、
平
楽
毒
書

　
店
、
｝
九
八
○
年
）
で
も
、
同
じ
見
解
が
示
さ
れ
る
。
な
お
、
『
和
尚
伝
』
の
諸

　
本
に
つ
い
て
は
、
由
本
彩
翼
天
台
南
山
無
動
寺
建
立
和
尚
伝
』
の
諸
本
に
つ
い

　
て
し
（
判
奈
良
女
子
大
学
大
学
院
入
間
文
化
研
究
科
年
報
恥
第
一
四
号
、
一
九
九
九

　
年
）
で
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

⑫
『
延
喜
天
暦
御
記
抄
』
・
『
貞
信
公
記
一
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
延
喜
二
年
（
九

　
〇
二
）
に
は
醍
醐
天
皇
、
同
九
年
（
九
〇
九
）
に
は
藤
原
忠
平
の
要
請
で
相
応
が

　
修
法
を
行
っ
て
い
る
。

⑬
一
〇
世
紀
以
降
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
『
扶
桑
略
記
』
裡
害
、
延
長
八
年
（
九

　
＝
　
○
）
八
月
一
九
日
条
に
糊
信
貴
山
縁
起
』
で
有
名
な
命
蓮
が
醍
醐
天
皇
に
加
持

　
し
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
正
統
的
密
教
僧
と
は
見
ら
れ
な
い
者
の
事
例
は
例

　
外
的
に
な
っ
て
い
る
。

⑭
胴
三
代
実
録
隔
清
和
天
皇
貞
観
九
年
（
八
六
七
）
七
月
　
二
日
条
参
照
。

⑮
『
扶
桑
略
記
』
所
収
尊
意
伝
と
類
似
の
内
容
を
持
つ
隅
尊
意
二
手
正
伝
』
（
門
続

　
群
書
類
従
』
第
八
輯
下
、
所
収
）
に
つ
い
て
、
團
群
書
解
題
㎞
（
執
筆
小
野
一
成

　
氏
）
は
内
容
が
豊
富
か
つ
精
彩
に
富
む
と
こ
ろ
等
か
ら
、
彼
の
没
後
隔
た
ら
な
い

　
～
○
世
紀
半
ば
の
成
立
と
す
る
が
、
同
様
に
詳
細
な
内
容
を
持
つ
『
和
尚
伝
』
の

　
成
立
が
梱
応
没
年
か
ら
約
｝
世
紀
後
と
推
察
さ
れ
る
点
か
ら
、
こ
の
史
料
の
成
立

　
年
代
に
も
検
討
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。

⑯
前
田
家
本
『
枕
草
子
隔
一
本
二
三
で
は
門
千
手
陀
羅
尼
一
が
愚
祈
藤
に
罵
い
ら

　
れ
て
い
る
。
増
田
繁
夫
校
注
『
枕
草
子
h
（
和
泉
書
院
、
～
九
八
七
年
）
参
照
。

⑰
不
動
明
王
が
呪
術
治
療
者
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
受
け
入
れ
や
す
か
っ
た
の
は
、

　
そ
の
背
後
に
背
負
う
炎
の
イ
メ
ー
ジ
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
堀
｝
智
将
に
よ
る
と
、
原
始
人
は
呪
術
宗
教
的
な
カ
を
「
燃
え
る
」
と
捉
え
た
と

　
い
い
、
不
動
は
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
具
体
化
す
る
も
の
と
し
て
、
浸
透
し
て
い

　
つ
た
可
能
性
が
あ
る
。
堀
『
霞
本
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
㎞
（
講
談
社
、
一
九
七
一

　
年
。
糊
堀
一
郎
著
作
集
　
第
八
巻
』
未
来
社
、
～
九
八
二
年
、
再
録
）
コ
ご
　
燃
え

　
る
人
望
参
照
。
ま
た
、
不
動
信
仰
の
変
化
に
つ
い
て
は
田
中
久
夫
「
不
動
尊
信
仰
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の
伝
播
者
の
問
題
」
（
『
仏
教
民
俗
と
祖
先
祭
祀
二
面
田
文
昌
堂
、
一
九
八
六
年
、

　
所
収
。
田
中
編
噸
民
衆
宗
教
史
叢
書
第
二
五
巻
　
不
動
信
仰
㎞
雄
山
闇
、
一
九
九

　
三
年
、
再
録
）
参
照
。

⑱
酒
向
E
論
文
参
照
。

⑲
小
松
論
文
参
照
。

⑳
萩
谷
朴
氏
は
『
紫
式
部
日
記
』
の
一
条
天
皇
中
宮
彰
子
出
産
場
面
を
分
析
し
、

　
当
該
記
事
に
お
い
て
ヨ
り
マ
シ
を
つ
と
め
た
の
は
、
女
房
が
差
し
出
し
た
職
業
的

　
も
し
く
は
半
職
業
的
な
若
い
女
性
で
あ
り
、
家
司
・
受
領
階
履
費
族
の
子
女
で
あ

　
る
中
宮
の
無
腰
が
人
前
で
醜
態
を
さ
ら
し
か
ね
な
い
ヨ
リ
マ
シ
を
つ
と
め
た
と
見

　
る
の
は
不
適
切
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
萩
谷
『
紫
式
部
日
記
全
注
釈
』
参
照
）
。

　
当
該
記
事
に
お
け
る
氏
の
分
析
は
堰
塞
と
考
え
ら
れ
る
が
、
一
方
本
文
で
雷
及
し

　
た
よ
う
に
女
房
が
ヨ
リ
マ
シ
と
な
る
場
合
は
決
し
て
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

　
～
○
世
紀
末
か
ら
一
一
世
紀
に
お
い
て
は
非
職
業
的
ヨ
リ
マ
シ
が
一
般
的
で
あ
っ

　
た
と
推
察
で
き
る
。
な
お
、
告
川
真
司
氏
に
よ
る
と
、
　
○
世
紀
後
半
は
女
官
制

　
が
再
編
さ
れ
、
貴
族
社
会
の
結
節
点
と
な
る
よ
う
な
女
房
層
が
形
成
さ
れ
た
時
期

　
に
当
た
り
、
こ
の
よ
う
な
女
房
達
の
形
態
が
ヨ
リ
マ
シ
に
適
し
て
い
た
と
考
え
ら

　
れ
る
。
（
吉
川
「
平
安
時
代
に
お
け
る
女
房
の
存
在
形
態
」
、
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
日

　
本
史
』
下
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
、
参
照
）
。

⑳
　
真
言
僧
の
加
持
治
療
は
天
台
に
比
べ
あ
ま
り
確
認
で
き
な
い
が
、
本
文
で
雷
及

　
し
た
以
外
に
も
以
下
の
よ
う
な
事
例
が
あ
り
、
決
し
て
天
台
に
よ
る
独
占
状
態
で

　
は
な
か
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
二
世
紀
で
は
『
二
中
田
輪
の
験
者
に
も
あ

　
げ
ら
れ
た
深
覚
が
『
小
右
記
㎞
万
寿
三
年
（
一
〇
一
調
ハ
）
五
月
九
日
条
で
愚
祈
蒋

　
に
優
れ
た
能
力
を
発
揮
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
他
、
『
同
』
正
暦
四
年

　
（
九
九
王
）
六
月
五
臼
条
で
仁
海
も
慧
祈
講
を
行
っ
て
い
る
。
一
二
世
紀
以
降
で

　
も
、
付
表
に
見
ら
れ
る
天
治
二
年
（
一
＝
一
五
）
の
勝
覚
以
外
に
、
鳥
羽
天
皇
の

　
中
宮
待
合
門
院
藤
原
璋
子
に
重
用
さ
れ
、
開
僧
綱
補
任
隔
大
治
五
年
（
＝
三
〇
）

　
で
「
熊
野
御
幸
験
者
賞
」
に
よ
り
権
少
僧
都
に
任
じ
ら
れ
た
と
さ
れ
る
良
実
や
、

　
剛
兵
範
記
㎞
久
寿
二
年
（
一
一
五
五
）
七
月
二
三
日
条
で
臨
終
の
近
衛
天
皇
に
加

　
持
を
行
っ
た
護
持
僧
寛
暁
等
が
真
言
宗
の
験
者
と
し
て
あ
げ
ら
れ
、
天
台
宗
に
比

　
し
数
は
少
な
い
な
が
ら
、
加
持
治
療
が
継
続
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
な
お
、
酒
向
A
論
文
で
は
葱
段
葛
は
一
一
世
紀
に
お
い
て
は
寺
門
派
に
独
占
さ
れ

　
て
い
た
と
す
る
が
、
仁
海
・
深
覚
の
例
や
、
㎎
紫
式
部
日
記
』
に
お
け
る
彰
子
出

　
産
時
の
験
者
に
山
門
の
尋
光
が
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
氏
の
見
解
に
は
従
え
な
い
。

⑫
　
註
⑪
三
崎
論
文
註
⑥
参
照
。

⑳
　
愚
祈
蕎
と
そ
れ
に
開
わ
る
不
動
や
護
法
童
子
へ
の
信
仰
は
、
後
代
へ
と
受
け
継

　
が
れ
広
範
な
展
開
を
見
せ
た
。
柳
田
前
掲
書
、
鈴
木
昭
英
「
麓
山
信
仰
と
修
験

　
道
」
（
噌
日
本
民
俗
学
会
報
睡
三
二
、
一
九
六
四
年
）
等
、
参
照
。
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三
　
山
岳
修
行
と
験
者

（一

j
禅
師
と
験
者

通
説
的
験
者
に
お
い
て
は
験
力
と
山
岳
修
行
の
相
関
性
は
自
明
で
あ
っ
た
が
、
語
義
の
再
定
義
に
よ
り
、
こ
の
認
識
に
も
見
直
し
が
必
要
な
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こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
験
者
は
加
持
治
療
と
い
う
暴
力
を
ど
の
よ
う
な
形
で
用
い
る
か
と
い
う
側
面
か
ら
の
呼
称
で
あ
っ
て
、

山
岳
修
行
に
つ
い
て
は
特
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
験
者
と
山
岳
修
行
の
関
係
を
取
り
上
げ
、
質
量
と
修
行
を

め
ぐ
る
認
識
へ
の
考
察
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
ま
ず
、
前
代
の
験
者
的
側
面
を
持
つ
禅
師
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。
禅
師
に
つ
い
て
は
、
船
岡
誠
氏
が
「
山
林
修
行
を
基
本
と
す
る
実
践
仏

教
家
で
、
禅
（
浄
）
行
を
修
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
量
子
に
よ
り
、
看
病
・
滅
罪
・
呪
術
な
ど
の
要
求
に
応
え
つ
つ
民
衆
を
教
化
す
る

僧
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
山
林
修
行
と
そ
れ
を
通
じ
て
得
た
耳
鎖
を
併
せ
持
つ
と
さ
れ
、
通
説
的
験
者
に
相
通
ず
る
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ

　
　
①

て
い
る
。
確
か
に
実
態
と
し
て
は
こ
の
見
解
は
間
違
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
禅
師
の
本
質
は
実
態
よ
り
も
そ
の
理
念
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
呼
称
の
第
一
義
が
「
禅
行
」
で
あ
る
こ
と
を
顧
み
る
な
ら
ば
、
そ
の
修
行
が
理
念
上
か
ら
も
験
力
の
獲
得
を
究

極
的
目
的
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
ば
考
え
が
た
い
。

　
こ
の
推
測
を
裏
付
け
る
の
が
、
当
該
期
の
禅
師
に
対
す
る
次
の
よ
う
な
表
現
で
あ
る
。
『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
第
二
六
で
は
「
毎
兇
病
者
奇

異
」
で
あ
っ
た
と
い
う
「
百
済
禅
師
多
選
」
に
つ
い
て
語
る
が
、
こ
の
中
で
多
常
は
「
勤
修
篤
行
看
病
第
～
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
似
た
表

現
は
『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
八
歳
（
七
五
六
）
五
月
丙
子
（
；
二
日
）
条
で
、
聖
武
天
皇
へ
の
治
療
を
行
っ
た
看
病
禅
師
法
曹
に
対
し
、
「
立

性
清
潔
、
持
戒
第
一
、
甚
能
看
病
」
と
記
し
て
い
る
事
例
で
も
確
認
で
き
る
他
、
奈
良
時
代
に
お
い
て
は
治
病
能
力
を
持
つ
僧
に
対
し
て
浄
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

（
も
し
く
は
清
行
）
・
持
戒
を
求
め
る
記
述
が
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
を
見
る
限
り
、
汚
行
・
持
戒
が
治
療
能
力
に
先
ん
じ
て
必
要

と
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
ろ
う
。
禅
師
の
修
行
に
お
い
て
は
、
治
療
能
力
を
支
え
る
験
力
の
獲
得
が
表
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
理
念
か
ら
見
る
な
ら
ば
験
力
の
獲
得
は
あ
く
ま
で
最
終
的
な
目
的
で
は
な
く
、
修
行
の
過
程
で
副
次
的
に
備
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い

　
　
③

え
よ
う
。

　
で
は
、
験
者
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
平
安
時
代
以
降
に
な
る
と
、
僧
侶
に
対
す
る
非
難
的
な
言
説
が
文
学
作
品
中
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
が
、
験
者
に
対
し
て
は
性
的
な
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
扱
っ
た
も
の
が
集
中
し
て
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
一
章
で
引
用
し
た
『
大
和
物
語
』
百
五
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の
浄
蔵
の
逸
話
は
被
治
療
者
の
女
性
と
恋
仲
に
な
っ
た
こ
と
を
語
っ
た
も
の
で
あ
り
、
『
同
趣
四
二
も
同
様
で
あ
る
。
更
に
、
『
古
事
談
』
第
三

僧
行
「
文
範
誘
余
慶
受
報
事
」
で
は
、
藤
原
文
範
が
「
余
慶
僧
正
ヲ
験
者
ト
云
テ
馬
子
レ
犯
二
人
置
一
等
云
々
」
と
罵
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
の

言
葉
か
ら
も
験
者
が
女
性
と
の
性
的
関
係
を
発
生
さ
せ
や
す
か
っ
た
様
子
が
窺
え
よ
う
。
こ
う
し
た
現
象
は
、
患
者
の
至
近
距
離
で
行
う
加
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

治
療
の
形
態
の
故
に
生
じ
た
の
で
あ
る
が
、
結
果
と
し
て
性
的
な
艶
聞
は
験
者
の
属
性
の
一
つ
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
験
者

に
と
っ
て
、
持
戒
や
浄
行
と
い
っ
た
要
素
が
禅
師
同
様
に
重
視
さ
れ
た
と
は
考
え
が
た
い
。
女
性
と
関
係
を
結
ぶ
こ
と
は
明
ら
か
に
そ
れ
ら
の

違
反
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　
実
は
、
同
じ
よ
う
な
逸
話
は
『
日
本
霊
異
記
暁
上
巻
第
三
一
に
も
あ
る
。
品
几
護
」
に
よ
る
治
療
が
き
っ
か
け
で
、
被
治
療
者
従
三
位
栗
田

朝
臣
の
女
は
治
療
者
御
手
代
東
人
を
想
う
よ
う
に
な
り
、
二
人
は
関
係
を
持
つ
に
至
る
。
女
の
親
族
は
東
人
を
監
禁
し
て
そ
の
仲
を
裂
こ
う
と

す
る
が
、
女
の
熱
意
に
ほ
だ
さ
れ
て
親
族
も
婚
姻
を
許
可
し
、
東
人
は
五
位
を
賜
り
俗
人
と
し
て
裕
福
な
人
生
を
送
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
治
療

者
と
被
治
療
者
の
関
係
を
語
る
点
で
こ
の
逸
話
は
噸
大
和
物
語
』
等
と
相
通
ず
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
治
療
者
の
処
遇
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、

両
者
が
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
こ
う
。
『
日
本
霊
異
記
隔
の
東
人
は
破
戒
行
為
に
も
関
わ
ら
ず
福
徳
を
得
る
が
、
そ
れ
は
還
俗

し
て
の
こ
と
で
あ
り
、
い
わ
ば
浄
行
・
持
戒
の
違
反
は
精
算
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
『
大
和
物
語
臨
の
浄
蔵
は
世
間
の
非
難
を
受
け
て

は
い
る
も
の
の
、
そ
の
ま
ま
僧
で
あ
り
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
両
者
を
比
較
す
る
な
ら
ば
、
言
行
・
持
戒
の
相
対
的
比
重
が
低
い
の
は
『
大

和
物
語
』
の
方
と
い
え
よ
う
。

　
確
か
に
、
呪
を
治
療
に
用
い
る
点
で
禅
師
は
験
者
と
共
通
し
た
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
双
方
の
違
い
は
名
称
に
あ
ら
わ
れ
る
通
り
で
あ
り
、

慣
行
・
持
戒
を
伴
う
諸
行
を
本
義
と
す
る
禅
師
に
対
し
、
験
者
に
と
っ
て
は
能
力
の
発
揮
が
そ
の
本
質
と
な
っ
て
い
た
。
良
案
・
持
戒
と
治
療

能
力
の
優
先
順
位
は
逆
転
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
変
化
に
は
修
行
自
体
の
展
開
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
平
安
時
代
は
山
岳
で
の
修
行
が
盛
ん
に
な
っ
た
時
期
で
あ
り
、

事
実
、
修
験
道
で
重
要
視
さ
れ
る
大
峰
山
系
で
の
修
行
な
ど
も
当
該
期
に
発
達
を
見
せ
て
い
た
。
そ
の
両
端
に
位
置
す
る
吉
野
と
熊
野
が
古
く

か
ら
修
行
者
を
集
め
て
い
た
の
に
加
え
、
奈
良
時
代
後
期
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
現
在
の
大
峰
山
寺
が
位
置
す
る
山
上
ヶ
岳
で
の
修
行
が
盛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ん
と
な
り
、
一
〇
世
紀
に
は
熊
野
か
ら
吉
野
へ
（
も
し
く
は
そ
の
逆
へ
）
と
大
峰
山
系
を
料
藪
す
る
修
行
が
文
献
か
ら
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
大
峰
上
峰
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
特
定
の
修
行
方
法
の
確
立
が
進
む
の
は
こ
の
頃
か
ら
と
推
測
で
き
よ
う
。

　
こ
う
し
た
展
開
は
具
体
的
に
は
経
路
や
期
間
の
固
定
化
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
期
間
に
注
目
す
る
と
、
『
法
華
験
記
』
巻
上
第

一
六
の
「
互
換
居
深
山
刈
作
二
九
旬
勤
一
数
十
余
興
。
」
と
い
う
記
述
が
目
に
付
く
。
「
九
旬
勤
」
と
は
夏
期
の
九
〇
日
田
の
修
行
、
す
な
わ
ち

『
同
』
巻
中
備
四
四
や
『
和
尚
伝
二
等
で
も
見
ら
れ
る
「
安
居
」
に
相
当
す
る
。
安
居
と
は
一
般
に
「
夏
安
居
」
を
い
い
、
仏
教
発
祥
の
地
イ

ン
ド
に
お
い
て
長
い
雨
季
を
屋
内
で
の
修
行
に
過
ご
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
が
、
日
本
で
も
奈
良
時
代
以
前
か
ら
こ
の
一
環
と
し
て
寺
院
等
で

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

講
説
が
営
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
平
安
時
代
に
入
る
と
上
記
に
あ
げ
た
よ
う
な
山
岳
を
修
行
の
場
と
し
た
安
居
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
安
居
の
期
間
に
あ
て
た
山
岳
修
行
が
確
立
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
三
ヶ
月
が
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
と
な
っ
て
い
た
の

　
　
⑦

で
あ
る
。

　
期
間
の
設
定
は
そ
れ
以
前
に
も
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
『
続
日
本
聾
心
』
承
和
元
年
（
八
三
四
）
九
月
戊
午
（
　
一
日
）
条
の
元
興
寺
の

法
稲
西
護
命
の
経
伝
に
よ
る
と
、
月
の
前
半
は
深
山
に
お
い
て
虚
空
蔵
法
を
修
し
、
後
半
は
元
興
寺
に
お
い
て
宗
旨
を
研
精
…
し
た
と
い
う
。
し

か
し
、
こ
の
場
合
由
中
で
の
修
行
と
奈
良
の
寺
院
で
の
教
学
は
一
ヶ
月
毎
に
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、
安
居
に
比
べ
る
な
ら
ば
と
そ
の
間
隔
は
か

な
り
短
く
、
修
行
期
間
が
分
立
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
こ
れ
が
徹
底
す
る
の
は
や
は
り
平
安
時
代
に
入
っ
て
か
ら
な
の
で
あ
っ
た
。

　
で
は
、
こ
う
し
た
修
行
方
法
の
確
立
は
前
節
で
指
摘
し
た
よ
う
な
変
化
と
ど
う
対
応
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
安
居
の
よ
う
な
ま
と
ま
っ
た
期
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間
の
設
定
は
山
中
で
の
修
行
と
俗
界
で
の
活
動
を
大
き
く
分
か
つ
こ
と
に
な
る
。
両
者
の
分
離
は
二
つ
の
異
な
る
生
活
の
並
立
を
可
能
に
し
、

実
行
・
持
戒
は
前
者
に
お
い
て
厳
守
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
後
者
に
お
い
て
は
そ
う
し
た
規
範
も
破
ら
れ
う
る
と
い
う
状
況
が
出
現
し
た

と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
興
味
深
い
の
は
、
山
岳
に
お
け
る
料
藪
中
は
持
戒
強
固
・
精
進
潔
斎
を
要
求
さ
れ
る
が
、
験
者
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

て
は
肉
食
妻
帯
・
半
僧
半
俗
で
よ
い
と
い
う
二
重
性
格
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
五
来
重
氏
の
指
摘
で
あ
る
。
氏
は
こ
れ
を
通
時
的
な
あ
り
方
と

捉
え
て
い
た
よ
う
だ
が
、
む
し
ろ
こ
の
時
期
に
至
っ
て
確
立
し
た
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
期
間
の
確
立
に
よ
り
、
径
行
・
持
戒
は
修

行
中
に
限
定
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
「
験
」
へ
の
重
視
も
修
業
方
法
の
確
立
に
絡
ん
で
い
た
。
＝
世
紀
半
ば
に
成
立
し
た
『
新
猿
楽
記
』
の
「
大
験
者
次
郎
」
の
記
述

に
は
、
諸
山
岳
霊
場
を
巡
り
な
が
ら
「
無
レ
不
一
競
レ
行
挑
ワ
験
」
と
い
う
、
験
比
べ
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
時
代
の
下
が
る
史
料
で
は
あ
る
が
、

『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
二
釈
教
第
二
、
四
六
で
は
、
験
比
べ
は
安
居
の
後
に
行
わ
れ
て
お
り
、
修
行
を
共
に
し
た
者
同
士
が
そ
の
後
に
行
う
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

で
後
世
に
見
ら
れ
る
事
例
と
も
｝
致
す
る
。
こ
の
行
事
は
当
初
よ
り
そ
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
見
比
べ
は
修

行
方
法
の
確
立
を
う
け
て
定
着
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
行
事
に
「
験
」
の
た
め
の
修
行
と
い
う
意
識
が
明
確
に
表
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
が
、
そ
れ
も
こ
の
展
開
の
中
で
強
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
副
次
的
位
置
に
あ
っ
た
験
力
の
獲
得
が
、
主
目
的
へ
と

浮
上
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
平
安
時
代
に
お
け
る
山
岳
修
行
の
展
開
は
、
浄
行
・
持
戒
と
験
力
の
問
題
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
。
修
行
方
法
の
確
立
が
、
後

者
の
比
重
を
高
め
た
の
で
あ
る
。

（
三
）
験
者
と
修
験
者

　
で
は
、
こ
う
し
た
転
換
は
い
っ
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
宗
教
者
の
「
験
」
を
取
り
上
げ
た
記
録
は
、
前
章
で
引
用
し
た
『
続
日
本

後
談
』
天
長
一
〇
年
（
八
三
三
）
六
月
姿
人
（
七
田
）
条
と
嘉
祥
三
年
目
八
五
〇
）
二
月
妻
入
（
五
日
）
条
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
児
験
」
・
「
有
験
者
」
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の
語
が
初
出
例
と
見
ら
れ
る
他
、
『
三
代
実
録
』
貞
観
一
〇
年
（
八
六
八
）
七
月
九
日
条
に
「
大
和
国
吉
野
郡
深
山
有
二
沙
門
↓
名
道
珠
噸
少
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

入
レ
山
面
レ
出
。
天
皇
聞
レ
有
二
修
験
ご
と
あ
る
記
事
が
「
修
験
」
の
使
用
初
例
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
見
る
限
り
、
九
世
紀
半
ば
に
転

機
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
し
か
し
、
近
年
の
研
究
に
よ
る
と
、
呪
術
へ
の
国
家
的
関
心
が
高
ま
る
の
は
こ
れ
よ
り
も
早
く
、
奈
良
時
代
末
期
か
ら
と
さ
れ
、
九
世
紀
半

ば
に
は
決
定
的
な
変
化
は
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
呪
術
の
振
興
は
、
あ
く
ま
で
浄
行
憎
の
育
成
と
い
う
形
を
と
っ
て
お
り
、
そ
れ

に
関
わ
っ
て
「
験
」
と
い
う
概
念
は
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
国
家
の
政
策
が
仏
教
の
理
念
に
基
づ
い
て
い
た
た
め
で
あ
り
、
禅
師

の
あ
り
方
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
血
行
な
ど
の
資
質
を
満
た
し
た
上
で
呪
術
は
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
「
験
」
へ
の
注
目

は
、
こ
う
し
た
理
念
よ
り
も
実
際
上
の
必
要
が
優
先
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
継
続
し
た
関
心
の
高
ま
り

の
中
で
、
い
わ
ば
本
音
が
建
て
前
の
前
に
出
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
が
、
験
者
に
お
け
る
浄
罪
・
持
戒
と
験
力
の
逆
転
を
も
た
ら
し
た

の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
、
修
行
と
験
力
の
相
関
性
は
表
面
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
一
方
、
験
者
に
と
っ
て
は
山
岳
修
行
が
常
に
必
須
と
さ
れ
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
。
稲
応
や
浄
蔵
な
ど
山
岳
修
行
に
よ
り
著
名
な
験
者
は
多
い
が
、
以
下
に
紹
介
す
る
隆
明
の
よ
う
な
例
も
見
ら
れ
る
。
彼
の

名
は
藤
原
患
実
の
発
言
録
『
富
家
語
聾
に
院
政
期
初
頭
の
著
名
な
験
者
と
し
て
、
同
じ
寺
門
派
の
増
誉
・
行
尊
と
と
も
に
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、

他
の
二
丁
は
院
の
熊
野
参
詣
に
「
御
先
達
」
を
つ
と
め
、
大
峰
な
ど
で
の
修
行
経
験
を
持
つ
、
修
験
者
と
呼
ば
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
る
。
し
か

し
、
隆
明
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
七
八
や
鎌
倉
後
期
成
立
の
『
寺
門
高
僧
記
』
に
よ
り
、
道
場
で
の
参
籠
修
行
を
専
ら
に
し
、
山
岳
修
行
は
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

わ
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
山
岳
修
行
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
は
っ
き
り
と
分
か
る
例
は
珍
し
い
が
、
院
政
期
ま
で
の
験
者

の
中
に
は
山
岳
修
行
と
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、
隆
明
は
例
外
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

少
な
く
と
も
一
二
世
紀
以
前
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
験
者
も
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
験
者
に
と
っ
て
の
験
力
獲
得
の
手
段
は
山
岳
修
行
に
限
定
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
山
岳
修
行
を
絶
対
不
可
欠
と
す
る
修
験
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者
に
比
べ
る
な
ら
ば
、
験
者
に
と
っ
て
の
そ
れ
は
い
ま
だ
副
次
的
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
実
態
と
し
て
共
通
す
る
部
分
が
多
い
こ

と
は
否
め
な
い
も
の
の
、
両
者
は
こ
の
よ
う
な
点
で
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
「
は
じ
め
に
」
で
触
れ
た
「
修
験
」
と
い
う
語
の
展

開
か
ら
も
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
当
該
期
に
は
修
験
者
と
い
う
由
岳
修
行
と
験
力
の
両
者
を
表
裏
一
体
の
属
性
と
す
る
者
を
表
す
語
が
ま
だ
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
修
験
道
と
い
う
概
念
の
確
立
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
験
者
と
は
こ
う
し
た
過
渡
的
段
階
で
の
存
在
で
あ
る

と
も
表
現
で
き
る
。

　
で
は
、
本
章
を
ま
と
る
こ
と
に
し
た
い
。
奈
良
時
代
に
お
い
て
は
、
呪
術
の
使
用
は
浄
行
・
持
戒
の
条
件
を
満
た
し
て
の
上
で
あ
っ
た
が
、

一
〇
世
紀
以
降
の
験
者
に
と
っ
て
は
そ
れ
ら
よ
り
も
能
力
の
発
揮
が
優
先
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
違
い
は
山
岳
修
行
の
変
化
を
反

映
し
て
お
り
、
平
安
時
代
に
お
い
て
修
行
が
活
発
に
な
り
、
方
法
の
確
立
が
進
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
浄
業
・
持
戒
が
限
定
的
な
位
置
づ
け
を
う

け
る
よ
う
に
な
る
一
方
、
験
力
の
獲
得
が
修
行
目
的
と
し
て
浮
上
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
験
力
を
優
先
す
る
傾
向
は
九
世
紀
半
ば
か

ら
顕
在
化
す
る
が
、
そ
れ
は
呪
術
の
振
興
の
中
で
仏
教
の
理
念
よ
り
も
社
会
的
必
要
が
前
に
で
て
き
た
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
結
果
、
験
力
と

修
行
の
相
関
性
が
表
面
化
す
る
が
、
平
安
・
院
政
期
に
は
両
者
を
表
裏
一
体
に
捉
え
る
修
験
道
と
い
う
概
念
の
確
立
に
は
ま
だ
至
っ
て
い
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

①
船
岡
糊
日
本
禅
宗
の
研
究
㎞
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
）
「
第
二
奈
良
時

　
代
の
禅
僧
」
。
な
お
、
船
岡
氏
お
よ
び
二
章
註
①
に
あ
げ
た
先
行
研
究
の
中
で
は
、

　
根
井
浄
氏
に
禅
師
に
通
説
的
験
者
（
修
験
者
）
の
前
身
的
側
面
を
見
出
す
傾
向
が

　
強
い
。

②
例
え
ば
、
『
二
日
本
紀
㎞
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
三
月
丁
亥
（
六
日
）
条
の
十

　
禅
師
に
関
す
る
記
述
で
も
欠
員
に
は
「
清
行
者
」
を
択
ぶ
よ
う
に
と
あ
る
。

③
禅
行
に
つ
い
て
は
、
仏
教
の
実
践
門
の
心
学
、
戒
・
定
・
慧
を
内
容
と
す
る
修

　
行
で
あ
る
、
と
い
う
竹
内
亮
氏
の
見
解
に
学
ぶ
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。

④
柿
本
奨
『
大
和
物
語
の
注
釈
と
研
究
』
他
参
照
。
な
お
、
矧
宇
治
拾
遺
物
語
』

　
五
、
『
渓
嵐
糖
葉
集
』
巻
第
三
九
等
か
ら
は
、
性
的
な
醜
聞
は
そ
の
後
由
伏
の
属

　
性
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
、
愚
祈
藤
を
介
し
た
験
者
と
の
連
続
性
が
窺
わ

　
れ
る
。

⑤
菅
谷
文
則
「
大
峰
山
寺
の
発
掘
漏
（
判
山
岳
修
験
』
＝
ハ
号
、
一
九
九
五
年
）
参

　
照
。
ま
た
、
『
蜻
蛉
日
記
』
に
は
天
禄
二
年
（
九
七
一
）
六
月
に
藤
原
息
綱
母
が

　
山
寺
に
お
い
て
、
「
御
獄
よ
り
熊
野
へ
大
峰
ど
ほ
り
に
越
え
け
る
」
修
行
者
に
会

　
つ
た
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。

⑥
隅
日
本
書
紀
隔
天
武
天
皇
＝
｝
年
（
六
八
三
）
血
石
条
、
『
延
喜
式
』
玄
蕃
寮
等

　
参
照
。
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⑦
永
正
年
間
（
一
五
〇
四
↓
二
）
成
立
と
推
定
の
修
験
道
教
学
書
『
群
峰
問
答

　
秘
抄
』
等
で
は
、
入
髪
期
間
は
熊
野
か
ら
吉
野
ま
で
（
順
峰
と
称
す
）
を
百
日
、

　
そ
の
逆
（
逆
峰
）
を
七
五
日
と
し
、
少
な
く
と
も
鎌
倉
時
代
に
は
こ
の
日
数
で
行

　
わ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
日
数
は
安
居
の
も
の
に
比
較
的
近
い
。

⑧
前
掲
五
趣
編
著
参
照
。

⑨
宮
家
著
作
参
照
。

⑩
「
有
験
者
」
の
語
は
験
者
よ
り
広
範
に
「
験
の
有
る
者
」
を
意
味
し
て
い
る
が
、

　
『
小
右
記
隔
正
暦
四
年
（
九
九
三
）
六
月
六
日
・
一
五
日
金
曜
、
州
左
経
記
』
寛

　
仁
四
年
（
一
〇
二
〇
）
七
月
廿
八
日
条
に
、
「
膚
験
」
を
門
者
」
「
人
」
な
ど
に
冠

　
し
、
加
持
治
療
能
力
に
優
れ
て
い
る
こ
と
を
表
現
す
る
例
が
確
認
で
き
、
こ
の
語

　
が
験
者
の
前
身
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

⑪
本
郷
真
紹
「
古
代
王
権
と
宗
教
」
（
『
日
本
史
研
究
隔
三
六
八
、
一
九
九
三
年
）

　
参
照
。

⑫
噸
宇
治
拾
遺
物
語
』
・
『
寺
門
高
僧
記
』
は
ど
ち
ら
も
、
隆
明
を
増
誉
と
対
照
的

　
に
挺
え
た
も
の
で
あ
る
。
殊
に
、
後
者
で
は
両
者
が
門
修
験
」
を
争
い
、
互
い
の

　
修
行
方
法
を
非
難
し
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
な
お
、
増
誉
は
隆
明
の
甥
に
あ
た
る
。

⑬
特
殊
な
例
で
は
あ
る
が
、
～
般
的
な
憎
で
は
な
い
者
も
加
持
治
療
を
行
い
得
る

　
場
合
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
藤
原
道
長
は
『
小
右
記
』
万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
）

　
八
月
五
日
条
で
東
宮
（
敦
良
親
王
、
後
の
後
朱
雀
天
皇
）
尚
侍
嬉
子
に
、
寛
仁
四

お
　
わ
　
り
　
に

年
（
｝
〇
二
〇
）
九
月
一
六
六
条
で
二
一
条
天
皇
に
、
僧
等
と
と
も
に
加
持
治
療

を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
後
白
河
上
皇
は
『
玉
葉
㎞
安
元
二
年
（
＝
七
六
）
六

月
一
七
日
条
に
よ
る
と
売
春
門
院
平
滋
子
に
「
護
身
」
を
行
い
、
こ
の
結
果
女
院

が
自
ら
託
宣
を
述
べ
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
他
、
『
平
家
物
語
』
巻
第
三
御

産
の
治
承
二
年
（
＝
七
八
）
一
～
月
一
一
　
日
に
お
け
る
高
倉
天
皇
中
宮
平
徳
子

の
出
産
時
に
も
「
験
者
」
と
し
て
モ
ノ
ノ
ケ
を
調
伏
し
て
い
る
。
道
長
の
場
合
僧

等
と
共
に
加
持
を
行
っ
て
お
り
、
彼
個
人
の
能
力
の
有
無
は
不
明
で
あ
る
こ
と
な

ど
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
二
例
に
は
い
く
つ
か
の
共
通
点
を
あ
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
両
者
は
共
に
当
時
の
最
高
権
力
者
で
あ
り
、
更
に
出
家

（
後
白
河
は
阿
闘
五
位
に
あ
っ
た
）
し
て
い
た
。
ま
た
、
加
持
を
行
う
者
と
そ
れ

を
受
け
る
者
が
極
め
て
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
道
長
の
場
合
、
万
寿
二
年
の
例
で

は
娘
、
寛
仁
四
年
で
は
外
孫
が
、
後
白
河
の
場
合
、
安
元
二
年
で
は
寵
妃
、
治
承

二
年
で
は
息
子
の
妻
が
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
安
元
二
年
に
お
け
る
託
宣

の
内
容
は
建
春
門
院
の
亡
父
平
時
信
に
左
大
臣
の
位
を
贈
る
べ
し
と
い
う
、
政
治

的
意
味
の
濃
い
も
の
で
あ
っ
た
。
道
長
の
加
持
に
つ
い
て
は
、
谷
口
論
文
、
ま
た

山
折
哲
雄
欄
日
本
人
の
霊
魂
観
…
1
鎮
魂
と
禁
欲
の
精
神
史
－
隔
（
河
出
書
房

新
社
、
～
九
七
六
年
。
以
下
、
山
折
氏
に
誉
及
す
る
際
は
こ
れ
に
拠
る
）
「
第
三

章
　
愚
霊
と
導
出
」
参
照

以
上
、
験
者
を
通
じ
て
験
力
と
山
岳
修
行
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
。
最
後
に
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
修
験
道
お
よ
び
平
安
仏
教
に
つ

い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

先
に
、
平
安
時
代
の
仏
教
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
験
者
の
語
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
一
〇
世
紀
と
は
、
後
代
の
規
範
と
な
る
よ
う
な
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加
持
治
療
の
展
開
や
心
力
の
獲
得
を
目
的
と
す
る
修
行
の
確
立
が
な
さ
れ
た
、
呪
術
と
修
行
の
双
方
で
変
化
が
見
ら
れ
る
時
期
に
あ
た
る
。
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

だ
し
、
変
化
の
性
格
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
懸
祈
濤
は
伝
来
さ
れ
た
修
法
の
ア
レ
ン
ジ
と
い
う
よ
り
新
た
な
祈
薦
方
法
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、

ま
た
、
学
力
の
獲
得
が
修
行
の
目
的
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
仏
教
の
理
念
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
上
、
空
海
や
最
近
に
と
っ
て
の
修
行
の

　
　
　
　
　
　
　
　
②

位
置
づ
け
と
も
異
な
る
。
こ
う
し
た
あ
り
方
は
、
密
教
導
入
に
よ
る
呪
術
と
修
行
双
方
の
質
的
向
上
を
体
現
す
る
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
そ
こ

か
ら
の
逸
脱
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
だ
が
、
こ
の
反
面
、
験
者
は
仏
教
、
殊
に
密
教
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
も
い
た
。
＝
二
世
紀
初
頭
の
山
門
の
史
料
で
は
、
「
末
代
近
古
用
二
僧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

徒
　
有
二
四
種
一
」
と
し
て
「
顕
宗
」
「
密
宗
」
「
説
経
師
」
と
と
も
に
「
験
者
」
を
あ
げ
る
が
、
「
験
者
蛍
雪
」
と
し
て
お
り
、
密
教
と
い
う
範
疇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

内
で
別
個
の
職
掌
を
確
立
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
加
持
治
療
が
通
常
の
修
法
と
は
完
全
に
区
別
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
ま

た
身
分
と
い
う
点
か
ら
見
て
も
修
法
が
高
位
の
僧
に
限
定
さ
れ
る
の
に
対
し
、
加
持
治
療
は
最
高
位
の
僧
か
ら
正
統
的
教
学
に
携
わ
ら
な
い
層

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ま
で
に
及
ん
で
お
り
、
相
違
が
見
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
面
と
先
に
指
摘
し
た
逸
脱
的
性
格
を
併
せ
持
つ
験
者
は
、
密
教
の
多
様
化
と
膨
張
を

示
す
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
密
教
は
一
〇
世
紀
に
お
い
て
こ
う
し
た
展
開
を
見
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
修
験
道
の
方
で
は
、
三
章
で
見
て
き
た
平
安
・
院
政
期
と
は
異
な
り
、
鎌
倉
時
代
後
期
に
入
る
と
験
者
が
修
験
者
で
あ
る
と
い
う
状

態
が
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
天
皇
等
の
妃
の
出
産
時
に
お
け
る
験
者
を
あ
げ
た
二
章
の
表
を
見
る
な
ら
ば
、
文
永
七
年
（
一
二
六
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

以
降
、
験
者
は
一
人
に
絞
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
道
慶
・
静
仁
・
道
昭
は
三
山
検
校
を
歴
任
し
た
当
代
最
高
位
の
修
験
者
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

な
園
城
寺
の
修
験
者
に
よ
る
験
者
の
独
占
は
、
天
皇
家
の
み
な
ら
ず
貴
族
社
会
に
一
般
的
な
現
象
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
こ
れ
は
当
該
期
以
降
、
園
城
寺
が
顕
・
密
・
修
験
兼
帯
を
標
榜
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
と
密
接
な
関
わ
り
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
、
概
念
と
し

て
の
修
験
道
の
成
立
も
、
園
城
寺
の
動
向
に
大
き
く
影
響
を
受
け
て
い
る
と
見
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
験
者
は
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る

修
験
道
の
成
立
過
程
よ
り
も
、
概
念
の
成
立
の
方
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
院
政
期
以
降
の
験
者
の
展
開
は
、
園
城
寺
と
修
験
道
の

関
係
を
考
察
す
る
上
で
重
要
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
る
こ
と
と
し
、
本
稿
を
終
わ
り
に
し
た
い
。
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①
鈴
木
昭
英
氏
は
将
来
さ
れ
た
経
典
に
あ
る
阿
無
難
法
が
愚
祈
藤
に
影
響
を
与
え

　
た
と
推
定
し
て
い
る
が
、
酒
向
・
谷
口
両
氏
の
研
究
を
参
考
に
す
る
限
り
愚
祈
酵

　
は
加
持
か
ら
発
達
し
て
お
り
、
阿
尾
暫
法
と
の
関
係
は
薄
い
と
考
え
ら
れ
る
。

②
薗
田
香
融
・
田
村
円
澄
「
平
安
仏
教
」
（
噸
岩
波
講
座
日
本
歴
史
吸
古
代
四
』
、

　
岩
波
雷
店
、
一
九
六
二
年
）
参
照
。

③
隅
大
日
本
史
料
㎞
四
一
一
〇
、
承
元
二
年
（
＝
δ
八
）
一
〇
月
二
四
日
条
所

　
駈
引
門
葉
記
隔
「
大
幟
法
院
条
々
起
請
事
」
参
照
。

④
治
療
や
出
産
時
の
祈
蕎
に
対
す
る
恩
賞
で
は
修
法
僧
と
験
者
は
明
確
に
区
別
さ

　
れ
て
い
た
。
嘲
玉
葉
』
承
安
三
年
（
一
一
七
三
）
九
月
廿
三
日
条
、
『
山
塊
記
㎞
治

　
承
二
年
（
工
七
八
）
二
月
一
二
日
等
、
参
照
。
な
お
、
験
者
が
修
法
も
行
う

　
事
例
は
頻
繁
に
見
ら
れ
る
。

⑤
山
折
哲
雄
氏
や
小
松
和
彦
氏
は
、
愚
祈
藤
を
受
け
持
つ
僧
は
修
法
僧
に
比
べ
身

　
分
が
低
い
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
谷
口
氏
の
論
考
で
否
定
さ
れ
て

　
い
る
。
本
稿
で
言
及
し
た
事
例
か
ら
も
、
高
位
の
験
者
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と

　
が
分
か
る
。

⑥
熊
野
三
山
検
校
と
本
山
派
に
つ
い
て
は
以
下
の
論
文
を
参
照
。
新
城
美
恵
子

　
「
聖
護
院
系
教
派
修
験
道
成
立
の
過
程
」
（
『
法
政
史
学
輪
三
二
、
一
九
八
○
年
）
、

　
「
発
給
文
書
か
ら
見
た
修
験
道
本
山
派
の
組
織
構
造
－
中
世
か
ら
近
世
へ

　
一
」
（
咽
山
岳
修
験
』
一
四
号
、
一
九
九
四
年
）
。
長
谷
川
賢
二
門
中
世
後
期
に

　
お
け
る
顕
密
寺
院
組
織
の
再
編
－
修
験
道
本
山
派
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
一
」

　
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
　
＝
一
五
号
、
　
九
八
九
年
）
、
「
中
世
後
期
に
お
け
る
寺
院
秩

　
序
と
修
験
道
偏
（
『
日
本
史
研
究
』
三
【
二
六
号
、
一
九
九
〇
年
）
、
「
中
世
に
お
け
る

　
熊
野
先
達
支
配
に
つ
い
て
」
（
噌
山
岳
修
験
』
一
四
号
、
一
九
九
四
年
）
。
高
橋
修

　
「
申
世
前
期
の
熊
野
三
山
検
校
を
め
ぐ
る
一
考
察
」
お
よ
び
「
中
世
前
期
の
熊
野

　
三
山
検
校
を
め
ぐ
る
一
考
察
－
補
選
i
扁
（
糊
く
ち
く
ま
の
』
八
七
・
八
号
、

　
一
九
九
一
・
二
年
）
。
酒
井
彰
子
「
中
世
園
城
寺
の
門
跡
と
熊
野
三
山
検
校
職
の

　
相
承
一
常
住
院
か
ら
聖
護
院
へ
一
」
（
『
文
化
史
学
』
囚
八
号
、
　
～
九
九
二

　
年
）

⑦
魍
勘
仲
記
㎞
弘
安
五
年
（
コ
天
二
）
二
月
廿
六
日
条
、
同
九
年
（
～
二
八

　
六
）
＝
～
月
一
七
日
条
他
参
照
。

⑧
年
月
隠
撮
、
文
保
三
年
（
＝
三
九
）
四
月
推
定
、
「
近
江
園
城
寺
学
頭
宿
老

　
等
申
状
」
（
『
鎌
倉
遺
文
輪
二
七
〇
一
一
一
）
等
、
参
照
。

【
追
記
】
　
本
稿
は
二
〇
〇
〇
年
四
月
の
B
本
史
研
究
会
古
代
・
中
世
史
部
会
に
お
け

　
る
「
平
安
仏
教
の
呪
術
と
修
業
」
と
題
し
た
報
告
を
も
と
に
成
稿
し
た
も
の
で
す
。

　
当
日
参
加
し
た
皆
様
か
ら
多
く
の
貴
重
な
御
意
見
を
頂
き
ま
し
た
こ
と
を
記
し
て

　
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

（
京
都
大
学
研
修
貝
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donors．　Through　the　inteRsive　research　on　a　parish，　we　caR　understarid　how　the

public　social　weifare　based　on　the　poor　rate　and　the　various　kinds　of　aid　based　on

private　charity　co－operated　in　the　forefront　of　relief　of　the　poor．

A　study　for　reconstruction　of　the　historical　view　about　the　establishment

　　　　process　of　Syugendo：the　emergence　and　development　of　Genja

by

ToKuNAGA　Seiko

　　This　study，　based　on　a　search　of　literary　sources，　aims　to　review　the

assumption　that　Syugendo　was　established　in　the　Heian　era　by　the　Genja，　for

whom，　like　their　supposed　successors，　the　Syugenja，　discipline　on　holy　mountains

and　Genryol｛u　（supernatural　power）　were　the　essential　characteristics．

　　The　study　revealed　that　the　word　“Genja”　meant　faith　healers　who　practiced

Kaji　cures　（sorcely　cures）　without　regard　for　the　experience　of　discipline　on　holy

mountains．　The　terrn　appeared　in　the　10th　century，　wheR　the　Tendai　school

formed　a　new　religioR　which　used　Yorigito　（the　cure　using　Yorimashi）．

　　fVso　revealed　was　that　originally　there　existed　no　significant　relatioR　between

discipline　on　holy　mountains　and　Genryol〈u．　ln　the　Nara　era，　faith　healers　were

primartly　required　to　fulfill　the　Buddhist　seif－improvement，　Jogyo　（leading　an

bnmacuJate　life）　and　Jjkal　（observing　dharma）．　However，　as　demand　for　Kajj

cures　grew　and　discipline　on　holy　mountains　became　active　and　methodically

established，　request　for　Jogyo　and　Jikai　decijr｝ed　to　a　secondary　position　behind

Genryoku．

　　The　development　of　Kaji　cures　and　disciplme　can　be　seen　as　a　deviation　from

esoteric　Buddhism．　The　e！nergence　ef　the　GeRja　represents　the　divershication

and　the　expansion　of　esoteric　Buddhism　in　the　10th　century，　rather　than　a　simple

improvement　in　discipline．
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